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○ 招 集 告 示

麻績村告示第２６号

平成２６年第２回麻績村議会定例会を、次のとおり招集する。

平成２６年５月２８日

麻績村長 高 野 忠 房

１ 日 時 平成２６年６月５日（木） 午後１時３０分

２ 場 所 麻績村役場 議会議場
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○応招・不応招議員

応招議員（７名）

１番 小 山 福 績 君 ３番 塚 原 利 彦 君

４番 宮 下 仁 雄 君 ５番 塚 原 義 昭 君

６番 峰 田 昶 君 ７番 坂 口 和 子 君

８番 尾 岸 健 史 君

不応招議員（なし）
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平成２６年第２回麻績村議会定例会 （第１日）

議 事 日 程（第１号）

平成２６年６月５日（木）午後１時３０分開会

開会（開議）の宣告

議事日程の説明

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定について

日程第 ３ 村長挨拶

日程第 ４ 諸般の報告

日程第 ５ 請願・陳情等の委員会付託について

日程第 ６ 議案第１号から議案第５号まで一括上程

議案第１号 村税条例の一部を改正する条例について

議案第２号 麻績村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について

議案第３号 字の区域変更について

議案第４号 平成２６年度麻績村一般会計補正予算（第２号）

議案第５号 平成２６年度麻績村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第 ７ 提案理由の説明

────────────────────────────────────────────

出席議員（７名）

１番 小 山 福 績 君 ３番 塚 原 利 彦 君

４番 宮 下 仁 雄 君 ５番 塚 原 義 昭 君

６番 峰 田 昶 君 ７番 坂 口 和 子 君

８番 尾 岸 健 史 君

欠席議員（なし）

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（９名）
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事務局職員出席者

村 長 高 野 忠 房 君 副 村 長 市 川 浩 史 君

教 育 長 塚 原 勝 幸 君
村づくり推進
課 長

宮 下 利 秀 君

総 務 課 長 柳 原 俊 文 君 振 興 課 長 飯 森 力 君

住 民 課 長 峰 田 江津子 君 観 光 課 長 宮 下 和 樹 君

教 育 次 長 森 山 正 一 君

議会事務局長 臼 井 孝 夫 書 記 岩 淵 美 奈
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開会 午後 １時３０分

◎開会及び開議の宣告

○議長（尾岸健史君） 皆さん、こんにちは。

定刻となりました。

ただいまの出席議員、７名全員です。定足数に達していますので、平成26年第２回麻績村

議会定例会第１日目を開会いたします。

これより本日の会議を開きます。

なお、報道関係者より、撮影、議会傍聴の申し出がありましたので、これを許可します。

────────────────────────────────────────────

◎議事日程の説明

○議長（尾岸健史君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

なお、今期定例会の会期中の日程につきましては、さきの議会運営委員会において審議予

定表のとおり決定していますので、報告いたします。

事務局長より、議案等配付資料の確認及び今期定例会の日程と本日の議事日程等について

説明願います。

事務局長。

〔事務局長説明〕

────────────────────────────────────────────

◎会議録署名議員の指名

○議長（尾岸健史君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の会議録署名議員は、麻績村議会会議規則第112条の規定により、３番、塚原利

彦議員、６番、峰田昶議員を指名いたします。

────────────────────────────────────────────
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◎会期の決定

○議長（尾岸健史君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

５月12日開催の議会運営委員会において、本日６月５日から６月10日までの６日間と決定

しております。

お諮りします。

今期定例会の会期を本日から10日までの６日間と決定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（尾岸健史君） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日から10日までの６日間と決定いたしました。

────────────────────────────────────────────

◎村長挨拶

○議長（尾岸健史君） 日程第３、村長挨拶。

高野村長。

〔村長 高野忠房君 登壇〕

○村長（高野忠房君） 開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

本日ここに、平成26年第２回麻績村議会定例会を開催いたしましたところ、議員各位には

何かとご多用のところご出席いただき、厚く御礼を申し上げます。

さて、第２次安倍内閣が成立して一年半、いわゆるアベノミクスによって、株価の上昇な

ど日本経済には好転の兆しが見えてまいりましたが、東日本大震災の復興、領有権問題、Ｔ

ＰＰ問題、自衛権の憲法解釈問題、消費税増税の影響など、多くの課題は、その解決が待た

れたままになっております。国が抱える課題が早期に解決し、地方も経済好転が目に見える

形となってほしいと願っております。

こうした中、麻績村では、前年度からの繰り越しを含め、新年度の重点事業、若者定住促

進に関する各種事業や、公共施設の整備、主要村道の整備、都市との交流事業など、順調に

進展しております。これもひとえに、議員各位を初め、村民皆様のご理解、ご協力によるも

のと深く感謝を申し上げます。

現在、各地区へ赴き行政懇談会を行っておりますが、村民の皆様からも貴重なご意見、ご
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提言を数多く頂戴しております。今後の村づくりに大いに役立つものと感謝をしております。

今後も引き続き村民に、より身近な村政運営に心がけ、各種事務事業の着実な遂行に努めて

まいります。

議員各位におかれましても、今後とも一層のご理解、ご協力をいただきますようお願いを

申し上げます。

今定例会におきましては、各種報告案件と条例改正、字界変更、補正予算等の議案を提出

いたします。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

以上、開会に先立ちまして挨拶とさせていただきます。

────────────────────────────────────────────

◎諸般の報告

○議長（尾岸健史君） 日程第４、諸般の報告を行います。

報告第１号 平成25年度社会福祉法人 麻績村社会福祉協議会の経営状況に関する書類の

報告について、報告第２号 第２期聖高原リゾート株式会社の経営状況に関する書類の報告

について、報告第３号 第42期株式会社聖高原管理センターの経営状況に関する書類の報告

について、報告第４号 平成25年度麻績村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、

報告第５号 平成25年度麻績村介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、以

上５件については、既に配付してあるとおり、村長より報告がありました。

次に、議員派遣結果報告についても、お手元に配付してあるとおりです。

その他、報告がありましたら、行ってください。

〔発言する者なし〕

○議長（尾岸健史君） ないようですので、次に進めます。

────────────────────────────────────────────

◎請願、陳情等の委員会付託

○議長（尾岸健史君） 日程第５、請願、陳情の委員会付託を行います。

第26－９号 「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」とする政府見解の堅持を求める

陳情、１件については、総務経済委員会に付託いたしますので、委員会での審議をお願いい
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たします。

────────────────────────────────────────────

◎議案第１号から議案第５号までの一括上程

○議長（尾岸健史君） 日程第６、議案第１号から議案第５号までの５議案を一括上程いたし

ます。

議案名の朗読は省略いたします。

本日は上程のみとし、審議、採決については６月10日に予定しておりますが、ご異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（尾岸健史君） 異議なしと認め、本日は上程のみとすることに決定いたしました。

────────────────────────────────────────────

◎提案理由の説明

○議長（尾岸健史君） 日程第７、上程されました議案について、提案理由の説明を求めます。

高野村長。

〔村長 高野忠房君 登壇〕

○村長（高野忠房君） 提案理由の説明を申し上げます。

議案第１号 村税条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し上げます。

村税条例の一部を改正する条例については、地方税法の一部を改正する法律が平成26年３

月31日公布されたことに伴い、改正するものです。

改正内容は、法人住民税の法人割の税率の引き下げ、軽自動車税の見直しによる税額の引

き上げ、加えて、軽自動車税においてもグリーン化を進める観点から、新規登録より14年を

経過した車等について、おおむね20％の重課税の導入、浸水防止設備、ノンフロン製品、公

害防止施設にかかる固定資産税について、地域決定型地方税制特例措置、いわゆる、わがま

ち特例の取り入れを行うものです。

次に、議案第２号 麻績村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についての

提案理由を申し上げます。

本改正は、麻績村消防団員等公務災害補償条例第９条中にある、障害者の日常生活及び社
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会生活を総合的に支援するための法律、平成17年法律第123号の改正による条例番号の整備

によるものです。

次に、議案第３号 字の区域変更についての提案理由を申し上げます。

宮本地区の地籍調査において調査地籍の合筆に伴い、字界の区域変更を行うものです。

議案第４号 平成26年度麻績村一般会計補正予算（第２号）についての提案理由を申し上

げます。

平成26年度も２ヵ月余が経過いたしました。事務事業も順調に進展しております。

事務事業を執行していく上で必要となりました事項について、予算補正を行うものです。

補正内容の主な点について申し上げます。

歳入については、地方交付税において特別交付税で地域づくり支援員諸費用分を計上、国

庫支出金において社会保障税番号制度システム導入に伴う整備補助金、臨時福祉給付金及び

子育て世帯臨時特例給付金補助金増額分を、さらに本年２月に発生しました大雪による被害

農業施設への支援事業補助金を見込み計上、県支出金において、農業費県補助金で国庫支出

金同様、２月発生の大雪による被害農業施設支援補助金を見込み計上、団体営農業水利施設

保全合理化事業においては、前年に前倒しして繰越事業としたため、全額減額を計上、総務

費県補助金では、採択されました地域発元気づくり支援金事業補助金の計上、集落再熱実施

モデル地区支援事業補助金増額を補正計上しました。

諸収入において、退職消防団員報償金の増額分、コミュニティ助成事業助成金、貸付金元

利収入では、補助金等交付事業実施に係る資金貸付金返済金収入を計上、村債において過疎

債のソフト事業で、空き屋活用若者定住住宅整備事業の増額分を計上しました。

歳出につきましては、全款にわたり４月の人事異動に伴う人件費の差額を補正計上いたし

ました。

その他、主な各款別支出項目内容を申し上げます。

総務費、企画費では、新たに任命します地域づくり支援員の活動費、地域発元気づくり支

援金事業、おみごと文庫再編事業経費及び集落再熱実施モデル地区支援事業経費、空き屋活

用若者定住住宅整備事業補助金、コミュニティ助成事業交付金、コミュニティ助成事業等実

施に伴う資金貸付金の計上、税務総務費では、番号制度導入に係るシステム改修委託料を、

戸籍住民基本台帳事務費では、戸籍機器更新リース料を補正計上いたしました。

民生費、社会福祉費では、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金支給のためのシス

テム改修及び業務委託料を、また、国民健康保険費、国民年金取扱費、老人福祉費、心身障
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害者福祉費、児童福祉総務費においては、それぞれ番号制度導入に係るシステム改修費を導

入し、さらに児童福祉総務費では、平成25年度実績に基づく未熟児養育医療費国庫負担金精

算返還金を計上、保育園費では、臨時職員異動に伴う嘱託職員の賃金不足額を補正計上しま

した。

衛生費、保健衛生総務費では、歯科検診委託料を健康管理費の２村共同事業賃金から組み

替え分を補正計上、妊婦検診県外医療機関受診者補助金を新たに補正計上、健康管理費では、

保健衛生総務費への組み替え分の賃金を減額補正、環境衛生費では旧白坂衛生施設組合従事

職員退職に伴う特別負担金を補正計上しました。

農業費、農業振興費では、加工施設機械器具購入費と２月大雪被害農業施設への支援事業

補助金を補正計上、農地費では、前年度に前倒しし繰越事業とした測量調査設計委託料の減

額、雨量計設置工事費工事不足額を補正計上、林業費、林業総務費では、有害鳥獣駆除対策

補助金を補正計上しました。

商工費では、登録商標権更新申請委託料を、観光総務費では、観光案内看板等の修繕費ほ

かを、信濃観月苑事業費では、職員異動による臨時職員賃金不足額を、公園管理費では公園

整備消耗品費及び機械借り上げ料不足額を計上しました。

非常備消防費では、退職消防団員報償金不足額及びコミュニティ助成事業での消防団備品

器具購入費を計上いたしました。

教育費、博物館費では、麻績宿開設400周年記念事業関連経費分を補正計上、放課後子ど

もプラン推進費では、麻績の学舎への放課後児童クラブ移転経費の不足額を補正計上しまし

た。

なお、増減の差額については、予備費に充当し、補正額は3,030万円の増額で、補正後の

歳入歳出総額は、24億1,630万円となります。

次に、議案第５号 平成26年度麻績村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

の提案理由を申し上げます。

３月31日、専決処分により保険税率軽減基準変更等の国保税条例改正を実施したため、対

応する電算システム改修費47万円を計上いたしました。財源は、全額国庫の特別調整交付金

で賄われます。

以上、議案５件であります。

よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
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────────────────────────────────────────────

◎散会の宣告

○議長（尾岸健史君） 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。

平成26年第２回麻績村議会定例会６月議会第１日目を終了し、本日はこれで散会といたし

ます。

この後、直ちに委員会室において全員協議会を開催し、上程されました議案の内容説明を

受けますので、移動をお願いします。

また、全員協議会終了後、総務経済委員会におかれましては付託案件の審査をお願いいた

します。

大変ご苦労さまでございました。

散会 午後 １時５８分
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開議 午前 ９時００分

◎開議の宣告

○議長（尾岸健史君） おはようございます。

定刻となりました。

ただいまの出席議員、７名全員です。定足数に達していますので、平成26年第２回麻績村

議会定例会第２日目を開会いたします。

これより本日の会議を開きます。

なお、報道関係者より撮影並びに議会傍聴の申し出がありましたので、これを許可いたし

ます。

────────────────────────────────────────────

◎議事日程の説明

○議長（尾岸健史君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

事務局長より、本日の議事日程等について説明願います。

事務局長。

〔事務局長説明〕

────────────────────────────────────────────

◎一般質問

○議長（尾岸健史君） 日程第１、一般質問を行います。

一般質問者は５名です。

順番に発言を許可いたします。

────────────────────────────────────────────

◇ 小 山 福 績 君
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○議長（尾岸健史君） １番、小山福績議員の一般質問を許可します。

小山議員。

〔１番 小山福績君 登壇〕

○１番（小山福績君） １番、小山福績。

事前に通告いたしました件につきまして質問させていただきます。

村の人口減少と少子化対策についてお聞きします。

要旨１としまして、妊娠から出産までのトータルケア（不妊治療も含めて）について。

平成26年５月９日付の信濃毎日新聞の紙面によると、有識者らでつくる日本創生会議が前

日８日に発表した2040年の市町村別人口試算によると、長野県で20代から30代の女性が半

減する市町村が34あるといわれています。その中に麻績村も該当しており、若い女性の人口

変化率を見ると60から69％減るとされています。そんな中、麻績村も人口減少に歯どめがか

からない状態です。

平成26年５月末までに不妊治療への助成制度がないのは、松本管内では麻績村だけと聞い

ています。不妊治療の相談窓口としても村独自の助成が必要と考えます。妊娠から出産まで

の手厚いケアが少子化対策にもつながると思います。妊娠、出産を個人のことと考えず、０

歳から15歳までの子育て支援も大事ですが、形のないところから０歳まで、このことも必要

ではないでしょうか。

要旨２としまして、小学校高学年女子児童、中学校女子生徒に出産についての教育の必要

性。

近年、晩婚化が進み、少子化にもつながっていると思われます。女性が妊娠、出産するに

は適した年齢があること、高齢出産にはリスクが伴うこと、女性の卵子も年齢とともに老化

していくことなども含め、医学的見地に立って専門的なことを産婦人科医師を招き講演会を

開き、早い段階から教えていく必要があると考えます。

要旨３、婚活イベントの開催について。

前にも同様の質問をさせていただきました。そのときの村長答弁は、婚活については行政

がタッチするより、民間の専門のかたがよいのではないかと言われたと記憶しております。

県でも昨年９月、地域で男女の出会いを支援するボランティア婚活サポーターを新設し、活

動していると聞いています。麻績村でも村づくり推進課が中心になり、地域おこし協力隊、

商工会青年部でタイアップした婚活イベントの開催を計画できないか。村の人口減少、少子

化に歯どめをかけるには、危機感を持ってできることはやってみようという心構えが必要と
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考えます。

以上３点について、村長のお考えをお聞きしたい。

再質問は自席にて行います。

○議長（尾岸健史君） 答弁を求めます。

高野村長。

〔村長 高野忠房君 登壇〕

○村長（高野忠房君） それでは、小山議員さんのご質問に答えさせていただきます。

まず、最初の妊娠から出産までのトータルケア（不妊治療も含めて）ということでござい

ます。

まずお答えする前に、先日発表されました将来の人口予測、本当にこれらにつきましては

真剣に考えていかなければならない、そのように思っておるわけでございます。

最初のご質問、妊娠から出産までのケアにつきましては、現在母子健康事業の一環として

行っておるわけでございます。内容につきましては、住民課長のほうから細かく説明をさせ

ていただきます。

なお、不妊治療への村費の補助ということにつきましては、今日までご要望等なかったわ

けでございますが、直接的にはなかったわけでございます。今後子育て支援策全体を見直す

中で、前向きに検討してまいりたいと、こう思っております。

２つ目のご質問でございます。小学校高学年女子児童、中学校女子生徒に出産についての

教育の必要性ということでございます。

これにつきましては、現在小・中学校における性教育等の取り組みを行っておるわけでご

ざいますが、これらにつきましては、教育長のほうから細かく説明を申し上げさせていただ

きます。

３番目の婚活イベントの開催についてということでございます。

このことにつきましては、以前にも私お答えさせていただきましたが、この婚活イベント

の開催につきましては、住民の皆様との協働で地域資源を活用しながら、出会いのチャンス

をつくるというような方向で進めていきたいと、こう考えておるわけでございます。ご提案

ございましたように、行政も入り、そして地域の皆さんも入りというような形で進めてまい

りたいと、このように考えております。この件につきましては、村づくり推進課長のほうか

ら補足答弁をさせます。

以上、私の方から答えさせていただきました。
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○議長（尾岸健史君） 峰田住民課長。

○住民課長（峰田江津子君） それでは、私のほうからは妊娠から出産までのトータルケアに

ついて申し上げさせていただきます。

麻績村での妊娠から出産までのトータルケアにつきましては、保健師が母子保健事業の一

環として行っております。現在その母子保健につきましては、筑北村との共同母子保健事業

として実施しており、主に両親学級というような格好で行っております。この内容につきま

しては、助産師による沐浴、それからあと食事等の妊娠期の健康管理についての指導、あと

特に父親への出産育児への参加の促進等についての指導を行っております。また、先ほども

ございましたように、現在大変出生数が減少してきておりまして、それぞれ大変若い妊婦さ

んの中には不安を抱えている者が多いものですから、保健師によりまして個別相談、指導に

ついては特に丁寧に行うようにしております。時には母親のように、時には姉のように心に

沿って指導するように心がけております。

また、先ほどのもう一つ、とても大事な不妊治療への関与についてですが、これにつきま

しては、極めてプライベートな問題でありますので、村の保健師が必ずしも直接相談を受け

られるというものでもないというふうに思っています。相談を受ける例というのはどうして

も限られております。ほとんどの該当者の方は直接医療機関で受診しているものというよう

に考えております。しかし、ごくわずかではありますが、相談がないわけではありませんの

で、そのような場合には医療機関への紹介とか、それから県の補助制度へつなげるなどのこ

とについての方法などを指導するとともに、これこそ本当にそれぞれ大変人には言えぬ悩み

というものを抱えておりますので、相談される方々の精神面のサポートに心がけるように努

めております。

以上でございます。

○議長（尾岸健史君） 塚原教育長。

○教育長（塚原勝幸君） それでは、補足説明をさせていただきますけれども、小学校女子児

童、それから中学校女子生徒に出産についての教育の必要性というようなご質問でございま

すけれども、実際的には現在の社会においては、働く女性の経済力が向上しているというよ

うな観点から、自立する経済環境が整い、結婚を求める女性の考え方が変わってきていると

いうのが今の実情ではないかと思うところでございます。

そのため、議員さんの言われたとおり、平均して結婚年齢が年々上昇しているというよう

な形の中にありましては、20歳代の結婚する女性が少なくなってきているというのは実情で



－18－

はないかと思います。女性の晩婚化へつながるリスクが大きな高齢出産が多くなってきてい

るというのは現実の話と受けとめております。

特にそういった中での教育でございますけれども、小学校の取り組み状況でございますけ

れども、小学校におきましては、命の教育としてお父さん、お母さんの温かな愛情、家族の

大切さや役割、友達の大切さ、命の尊さなど、人権を踏まえて授業を行い、性教育というよ

りも命の大切さを主体とした授業を行っているというほうが現実でございます。

また、６年生になりますと、命のルーツなどについて詳しく保健師さん等からお話を聞く

という授業を行っております。授業については、保健体育の時間や特別活動の時間の中で話

をしているところでございますけれども、それぞれの適正な年齢に応じた教育をしていると

いうような実情でございます。

また、中学校の取り組みにつきましては、１年生から段階的に特別学習の時間や保健体育

の時間に性に関する授業を行っておりますが、特に３年生で出産等の過程については授業を

行っているところが実情でございます。

特に、基本的には男女がお互いを知る上から、男女生徒が一緒に授業を受けるというのを

基本としているわけでございますけれども、内容によっては女子生徒だけで授業を受けると

いうような授業もございます。

小山議員さんの言われるとおり、早い時期からそれぞれの年齢に合ったそういう教育をし

っかりする中で、今後のそういう出産に対する少子高齢化が幾らかでも解消するような形で

行かれればいいかなと思っているところでございますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

○議長（尾岸健史君） 宮下村づくり推進課長。

○村づくり推進課長（宮下利秀君） それでは、私のほうから要旨３、婚活イベントの開催に

ついて補足説明をさせていただきます。

全国的に未婚化、晩婚化が進行しておりまして、県内でも少子化に危機感を持ちまして、

県を初め、さまざまな主体が結婚支援事業につきまして取り組んでおるような状況でござい

ます。

県内の市町村では、地域資源を活用した出会いの場の創設ですとか、そのような事業を行

う団体への補助事業などが行われているというような状況でございます。

その多くは、実行委員会を組織しまして従来主流でありましたパーティー形式というもの

ではなくて、地域資源を活用したさまざまな事業、イベントが主流となってきております。
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麻績村におきましても、こうした村内の地域資源を活用しました男女の出会いの場づくりに

つきまして、村民皆さんとの協働で事業が進められないかというように考えております。

以上です。

○議長（尾岸健史君） 小山議員。

○１番（小山福績君） それでは、再質問をさせていただきます。

先ほど村長さん初め、教育長さん、住民課長さん、説明をいただきましたが、このトータ

ルケアという部分で、私も女性ではないので、気持ち的にはよくわからないわけですが、産

後ケアというようなものも、今は行政が先頭に立って、ある程度見ていかなければいけない

というようなことで、県内でも結構進んできているような状況があるとお聞きしていますが、

そこら辺は麻績での対応はどのようになっていますでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 峰田住民課長。

○住民課長（峰田江津子君） ただいま小山議員のおっしゃるとおりで、産後ケアは大変大切

なものというふうに考えております。出産後、必ず保健師、それから助産師のほうが家庭訪

問をいたしまして、産後のケア等必要に応じて依頼があれば保健師等の訪問を行っていると

いうのが現状でございます。

以上です。

○議長（尾岸健史君） 小山議員。

○１番（小山福績君） では、このトータルという部分で、形のないところからと先ほど申し

上げたように０歳までということですが、これから村として重点的にこのことはやっていき

たいというような方針がありましたらお聞かせ願いたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 峰田住民課長。

○住民課長（峰田江津子君） 現在のところでは、今のそのトータルケアの中で、今後重点と

いたしましては、一応少人数化でございますので、やはり訪問、それからあと指導等につき

ましては、少しそこのところを回数をふやして保健師、助産師のほうの回をふやしていくと

いうのが一番かというふうに思います。

現在のお母さん方の一番求めているものというのは、知識とかそういうものも、もちろん

必要ですけれども、具体的に手を添えてくれる方、周囲になかなか経験者が少ないというの

が一番の悩みだというふうに見ていますので、具体的な手法とか、それから手を差し伸べて

くれる方の必要性があるのであろうというふうに思っております。

以上です。
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○議長（尾岸健史君） 小山議員。

○１番（小山福績君） それでは、２番目の小学校高学年、中学校女子生徒の出産の教育の必

要性についてですが、先ほども教育長さんから説明をいただきましたが、もう何ていうのか

な、情報として子供たちの間にはもう相当な量の性に関する情報が多分取り巻いている状況

にあると思います。そのことも踏まえた上で、特に中学、小学校高学年くらいになると、性

感染症くらいなことまで教えていく必要があると感じていますが、その辺はいかがでしょう

か。

○議長（尾岸健史君） 塚原教育長。

○教育長（塚原勝幸君） 今、小山議員さんの言われるとおり、性教育という問題点について

は、大変微妙な部分があるというような形でございます。今あまり早い時期から性という部

分だけを突出して教育するということになると、ある意味では違った方向への犯罪意識とい

うようなものにつながるというような形の中で、やはり小学校時期は命の尊さ、それで中学

校時期になってようやく専門的なというようなことで今実施をしているところが実情でござ

います。

いずれにしましても、学校側においてはそれぞれの学年に応じた適正な授業を行っている

というような実情でございますけれども、実質的にはもう中学生となりますと、もう大人と

いうような部分でございます。そういった形の中においては、そういう出産に対する教育ま

で進んでいるというようなことでございますので、今言われたご意見等々についても、学校

サイドのほうでそれなりの教育指導は適正に行われていると思いますし、また今後そういっ

た部分については、しっかり指導するように学校サイドにもお願いをするというような形で

対応していきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 小山議員。

○１番（小山福績君） 先ほど申し上げましたように、もう保健師さんとかというレベルでな

く、もう医学的見地に立った産婦人科の医師等による講演会を開いて、保護者さんも含めて

この将来的に女子のお子様が妊娠、出産を経験されていくということを早い段階で教えてい

くようなことが必要と思っているわけですが、この専門的なことを教えるような機会を持つ

ということは計画にないでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 塚原教育長。

○教育長（塚原勝幸君） 今、現在的には保健師さん等にお願いする中でというような形でご

ざいますけれども、実際的に学校サイドのほうで総合の時間あるいはそういう保健体育の時
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間というような形の中で、実施を行っているというような形でございます。今後そういった

専門的な見地からいろいろと教育、あるいは情報を得るというような中におきましては、今

後学校サイドと検討する中で、機会がとれれば、そういった機会の中でしっかりとした教育

をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 小山議員。

○１番（小山福績君） それでは、そのような方向でということで理解していきます。

それと、地域少子化対策強化交付金を創設という記事が昨日載っておりましたけれども、

この件についてちょっとご説明を願いたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 塚原教育長。

○教育長（塚原勝幸君） 今の交付金についてが、どこの担当の省庁から出ているかというの

がちょっとわからないわけでございますけれども、私どもに資料がございませんので、早急

に調べる中で対応を図らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（尾岸健史君） 小山議員。

○１番（小山福績君） 何かこれ、文面によると昨年12月だと思いますけれども、だからもう

実際に県にはこの記事によると長野県には3,378万円の配分が認められ、若者に妊娠、出産

に関係する正しい知識を普及するためのＤＶＤの作成、自然の中での保育や幼児教育をする、

そんなような文面で書かれておりますが。

○議長（尾岸健史君） 柳原総務課長。

○総務課長（柳原俊文君） 当時私、住民課ということで担当させていただいたときに、県か

らおりてきまして要望等を上げたというような経緯がございます。ただ、残念ながら、うち

の村におきましては、国の基準に合ったような、制度に合ったような事業をやっていないと

いうことの中で、希望のほうは一応出していないというような経緯でございます。

以上でございます。

○議長（尾岸健史君） 小山議員。

○１番（小山福績君） 各市町村には800万くらいを交付する予定だというような内容になっ

ていましたが、それに該当するような事業の計画がなかったということですか。

○議長（尾岸健史君） 柳原総務課長。

○総務課長（柳原俊文君） 国の事業の基準といたしましては、新規にやる事業ということで

ございまして、村におきましては、子育て支援の関係の交付金とかそういう関係ですけれど

も、既にこちらのほうは村単独で創設してあるということでございます。したがって、それ
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につきましては、新規の事業と国としては認められないということの中で、残念ながらこち

らのほうから上げることができなかったという経緯でございます。

以上でございます。

○議長（尾岸健史君） 小山議員。

○１番（小山福績君） では、その件はそれでお聞きしたということでよろしいです。

そうするとこの人口の推移ですが、先ほどの日本創生会議の発表した内容によると、2040

年、麻績村には、これはあくまでも試算ということで出ておりますが、1,761人の人口、う

ち20代から30代の女性は82人しかいない、こういうふうに試算されていますが、村のほう

では40年までとは言いませんが、ここ10年とか20年のスパンの中で人口の動向はどのよう

に変わってくるのか、試算してありましたらお教え願いたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） ただいま2040年の人口問題からのご質問でございますが、1,760人台

という、本当に麻績村としてそうなっては困るということで、実はこの人口問題につきまし

ては、もう既に以前から将来予測が幾度か発表されているわけですが、こうなってはならな

い。困るということで、現在麻績村では人口を増やそう、あるいは若い人たちを増やそうと、

こんな政策をやっておるわけであります。

そして、2040年には1,760数名になるということは、恐らくこの予測というのは現状何も

しない、現状のままでいけばということでございます。こうなってはならないということで

今やっておるわけであります。

そしてまた、何年後の人口予測というようなことの質問でございますが、今のところ麻績

村としては明確な長期計画、基本計画、こんなものにはおおむねの予想はしておるわけでご

ざいますが、具体的なきちんとした数字は持っていないという状況でございます。

○議長（尾岸健史君） 小山議員。

○１番（小山福績君） 数字は出ないということですが、数字がなければ今後麻績村で何かを

やっていくにしても、形づくれないと思うんですよ。きょうこの場でとは言いませんが、少

なくとも麻績村の10年くらいの人口の動向とか推移くらいは調べて、それに沿った行政運営

をされていくようにするのが筋だと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 答弁を求めます。

宮下村づくり推進課長。

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 人口の見通しでございますけれども、第６次振興計画の
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中で人口の見通しということで国立社会保障人口問題研究所の推計を用いております。その

中では、平成32年では2,646人になるというような予測がございます。こんなような予測が

ありまして、長期計画の中で定住促進というような項目を設けまして、今進めております若

者定住住宅、また空き家を改修して若者に住んでいただこうというような施策、また、住民

課のほうで子育て世代の支援というような施策を今現在進めておるというような状況でござ

いますので、よろしくお願いします。

○議長（尾岸健史君） 小山議員。

○１番（小山福績君） 今その６次計画の数字は自分のところにもあるわけですが、実際にそ

れだけの人数を平成32年に2,600人台を維持できるかということは、ちょっと疑問に感じま

すので、これから人をふやしていく上には、どうしてももう少しつらい見通しといいますか、

現実に即した恐らくこのくらいまで落ち込んでしまうんではないかという予測のもとに行政

として計画を立てる中で、人口増加につなげていっていただきたいと思います。

それでは最後に、婚活イベントの開催ですが、先ほど村づくり推進課長から説明いただき

ましたが、自分としてもパーティー形式ではなく、屋外を利用したような形の婚活をちょっ

と村のほうでサポートしてやっていくような形をお願いできればと思っておりますが、その

辺の何か計画みたいなのが持てるかどうか。また、計画するとしたら観光地もあるわけです

から、あの辺で聖高原を利用して出会いの場をつくっていくような、そんな形がいいと思い

ますが、いかがでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 村づくり推進課長。

○村づくり推進課長（宮下利秀君） 婚活イベントの関係でございますけれども、今県内のさ

まざまな地域でいろんなイベントがされております。村単独でというような、村が主体でと

いうところは、なかなか難しいのかなというふうに思います。また、村内でもそんなイベン

トをしたいというようなグループがあるということもお聞きしておりますので、そんな皆さ

んとちょっとお話をしながら、住民が共同でできるというような形で、今回地域づくり支援

員もできましたし、地域おこし協力隊もいますので、いろんなアイデアをいただきながら、

村民と共同して地域資源、例えば農業体験ですとかイベントへの参加とか、その体験型のも

のができればいいんじゃないかなというふうに考えておりますので、また、そういう希望者

の方とお話をして進めていければなというふうに考えております。

以上です。

○議長（尾岸健史君） 小山議員。
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○１番（小山福績君） ぜひやってみて、その結果が人が集まらなかった、そういうことだっ

たら仕様がないと思いますが、何もやらなくて手をこまねいていても、これは実際出会いの

場はできないと思いますので、その辺もぜひ加味した上で、計画くらいは立てていただいて、

村民を巻き込んだような形の婚活を盛り上げるような形でやっていければ、ある程度そこで

カップルが誕生する可能性もあると思います。

安曇野市の商工会の青年部も何か結構三、四年前からやっているそうですが、実績として

もうカップルが誕生しているという記事もちょっと目にしたような記憶もありますので、商

工会青年部、そこら辺とせいぜい会議というのでもないですけれども、相談をしてこういう

ことはどうだという提案くらいは、村づくりのほうでちょっとしていただければと思います。

あと、先ほどの村長の答弁の中にありました不妊治療の助成制度の件ですが、これは方針

というか、そんなようなものはお出しいただけるでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） 先ほど申し上げましたが、この不妊治療の村費補助につきましては、

麻績村でも考えていきたいと、こう考えておりますが、今後子育て支援施策全体の中で見直

し、前向きに検討してまいりたいと、こう思っております。

以上であります。

○議長（尾岸健史君） 小山議員。

○１番（小山福績君） 前向きにという答弁はいつもいただいていますのであれですが、早い

時期に、先ほども申し上げたように、この人口減、少子化ということに本当に危機感を持っ

て我々村民も行政の村長を初め皆さんも、麻績村を残すんだという、その危機感が大切だと

思うんですよ。そんなことも含めまして、ぜひできることからやっていくというようなお考

えを持って今後取り組んでいただきたいと思います。

以上で私の質問を終わります。

○議長（尾岸健史君） １番、小山福績議員の一般質問は終了いたしました。

────────────────────────────────────────────

◇ 峰 田 昶 君

○議長（尾岸健史君） 続いて、６番、峰田昶議員の一般質問を許可します。

６番、峰田議員。
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〔６番 峰田 昶君 登壇〕

○６番（峰田 昶君） ６番議員の峰田でございます。

村民の元気度、地域力について、現状をどのように把握しているか。先ほどの小山議員の

質問の中にも一部入るような部分がありますけれども、その現状をよくするために、本年度

の業務執行をしているわけですけれども、その業務執行した効果と評価はということでお考

えをお聞きしたいと思います。

それから続きまして、消費増税後の生活実感についてということで、各項目ごとにお聞き

したいと思います。質問事項につきましては、通告のとおりでございますので、自席でお聞

きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（尾岸健史君） 峰田議員。

○６番（峰田 昶君） １番でございますけれども、麻績村村民の元気度、地域力についてお

聞きいたします。

明るい未来へ向けてつながる元気な麻績村ということで、今年度業務執行しています。い

ろいろな施策を実施して元気にしようということでやっているわけでございますけれども、

元気にしようということにつきましては、現在元気でない部分があるという部分があるよう

にも感じますし、そうでない、このまま今も元気だけれども、こうなんだというような、現

状を踏まえた上でどのように考えているか、先ほどの人口の問題とかいろいろなことがあり

ます。健康寿命とかいろいろありますので、そんな指標値を踏まえての村長のお考えをお聞

きします。

６次振興計画、それからその後５年後の基本計画、それにあわせて現在の執行計画がある

わけでございますので、そんな数字も踏まえた上で、当然のことながらよくしようという本

質があるはずでございますので、そのことを住民が十分理解できるような、そんな方法でこ

この議論を進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

以上、お聞きしたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 答弁を求めます。

高野村長。

〔村長 高野忠房君 登壇〕

○村長（高野忠房君） 私の村づくりの基本の中に、元気な村を目指そうということが掲げて

あるわけでございます。こうした中でのご質問だと理解しておるわけでございますが、現在

の評価と業務執行による効果はということでございます。
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私が今現在進めております村を元気にしていこうという活動につきましては、これは行政

だけではなくて、村民とともに協働して進めていくということになっております。

これはあくまでも行政が元気になるんではなくて、村民が元気になっていただかなければ

いけないということで、行政はその後押しをしていくんだという考えにあるわけでございま

す。大変幅広いことでございますので、峰田議員さんから具体的な内容についてのご質問要

旨を頂戴しておりますので、それにそってちょっとお答えさせていただきたいと思うわけで

ございますが、この中では特に若者定住住宅等、多額の予算を使ったハード事業で何棟建て

て何人が利用しているか。また利用率は何％のこととか、それから将来に向かっての方向性

を持ち、ＰＤＣＡサイクルを活用し、達成感を持って取り組んでもらいたいというような具

体的な内容でのご質問が加わっておりますので、この辺について申し上げたいと思うわけで

ございます。

先ほどの小山議員さんからのご質問にもございますように、若者定住になぜ力を入れてい

るのかと。若者定住がなぜ村の元気度を増していくかということでございますが、これは私

が申し上げるまでもなく、今麻績村には多くの課題がございます。これはいつも申し上げて

おりますように、例えばそれぞれの地域におきましては、地域コミュニティ機能、こういっ

たものがもう薄れてきている。それから、昔は当たり前としてできてきたことが、今日でき

ていない。それから大切な伝統芸能、こういったものもこれから存続していくことが非常に

難しくなっている。あるいは、それぞれ地域の産業、農業を含めた地域産業でございますが、

こういったものもどちらかというと衰退ぎみだということでございますが、これらの原因を

突き詰めてまいりますと、やはり若い人たちが少なくなってきたということが原因ではない

かと。あわせて人口が少なくなってきたと。そしてまた人口の高齢化と、こういったものが

あるということの中で、何としてでも若い人がふえていただかなければならないということ

で、一番根幹である、この若者定住というところに今力を入れてやっておるということであ

るわけでございます。

そうしたことから、若者定住住宅建設等具体的な仕事が始まっているわけでございますが、

このことについて申し上げますと、数字的にも効果は上がっておるということでございます

し、このことによって子供たちの数もふえております。そして、これからもこういったこと

を進めていかなければならないということが証明されておるわけでございまして、これらの

具体的な数字等につきましては、後ほど振興課長のほうから答えさせていただきます。

それからさらに、今後どうなっていくかということについてでございますが、やはり将来
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に向けては人口は少なくなっていくということでございますが、これは麻績村ばかりではな

く全国的に、日本を挙げてそういった状況になるわけでございますから、さきに麻績村が

2,000人を割るというような時代がもうすぐ来るということであるわけでございますが、決

してそうなってはならないと。そうなってはならないということで、全村民一緒に取り組ん

でもらいたいと、こんな考え方でいるわけです。

いわゆるこれが村民の元気度を増していくことに一番つながるんではないかということ。

そしてまた、このことがこの地域力につながっていくんではないかと、こう考えておるわけ

でございます。

まずは、ここまで答弁をさせていただきます。

○議長（尾岸健史君） 振興課長。

○振興課長（飯森 力君） それでは、私のほうから今若者定住の関係のところで補足をさせ

ていただきます。

まず、若者定住促進住宅の関係でございますが、こちらにつきましては、23年度から計画

的に進める中で、25年度までに13棟建設してございます。そんな中で、非常に申し込みが多

く人気の高いものとなっているということでございます。そんな中で、必ず抽せんしなけれ

ば入れないというような状況でございます。抽せんの倍率も大きく言えば、もう倍の確率だ

ということでございます。

そんな中で、何人くらい入っているかということでございますが、やはり若者定住という

ことでございますので、一応規定によります部分でいきますと46歳以下で今42名入っており

ます。そんな中で、中学生以下が17名おります。非常にいいというふうに考えております。

そんな中で、どこからということもございますが、もう遠くは横浜から、また長野、松本、

近隣の市村からも転入されております。目的が麻績村以外からということでございますが、

そういう遠くからも求めて来ているという状況でございます。

そんな中で、建設の費用面から見てみますと、この23年度から25年度の13棟に対しまし

て、約２億300万ほど、全体事業費がかかっておりますが、１棟当たりに換算しますと約

1,560万前後ということになります。財源的にも過疎債を利用してやっております。そんな

中で、村の負担はということになりますが、家賃もできるだけ安く抑える中でやっていきた

いということで、平均月の家賃約２万5,000円ということで計算しますと、25年でいきます

と大体家賃収入が720万くらいになります。1,560万、１棟かかるということでお話ししま

したが、起債を利用して75％の起債利用、そうすると村負担等が出てまいります。また交付



－28－

税措置もございます。そんなことを計算しますと、25年で建物自体の償却についてではいけ

るという部分でございますので、今の建物でございます。25年で潰れるということはまずあ

り得ないというようなことも考えております。あとは補修する中で、できるだけ長もちさせ

ればいいということも考えております。

ですので、今後の計画についても、26年度以降計画を立ててと思っております。大体それ

ぐらいでいけるんではないかというふうに考えております。そうすると、やはり人口的にも

村が今進めます少子高齢化、人口減少を食いとめる対策としては、非常に重要な位置を占め

ているというふうに考えております。今後も地域の活性化を含める中で進めていきたいとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○議長（尾岸健史君） 峰田議員。

○６番（峰田 昶君） 行政は生き物ですから評価といっても非常に難しいと思いますが、ぜ

ひそんな形を続けていただきたいと思います。

先ほどの村長の答弁の中に、行政だけでなしという、行政だけが元気になっても、と言わ

れましたけれども、比較的こういうコミュニティというのは地域リーダーがいて、そのリー

ダーが元気になってアイデアを出して引っ張っていただくと全員が元気になることがあると

いうふうに聞いております。ですから、行政が元気になっていただいて、まず村長から元気

になっていただいて、村の職員も元気になっていただいて、みんなを引っ張っていただけれ

ばありがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

では、具体的な問題について、ちょっとお聞きしたいと思います。

地域資源の活用と効果についてお聞きしたいと思いますが、非常にたくさんの地域資源が

あるかと思います。そんなものをどのように活用しながら元気にしていく考えがあるか、お

聞きしたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） やはりその地域独自の地域資源、これは大切にしながらいくというこ

とが最も重要であるわけでございまして、実は麻績村にはすぐれた地域資源が、しかも数多

くあるわけでございます。地域資源はどんなものかというと、私どもには当たり前と思って

います自然でありますとか、農地あるいは農村、あるいは史跡、あるいは歴史、あるいは文

化、こういったもの全てが貴重な地域資源であろうかなと、こう思っておるわけでございま

す。
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地域資源を活用しての地域づくり、これにつきましては、もう既に多くの地域住民の皆さ

んが参画をして取り組まれておられるところもございます。具体的に申し上げますと、農業

体験を活用しての都市との交流、それから自然や農地を活用してのサマーキャンプの誘致、

それから歴史的な施設あるいは文化を活用しての交流、それからさらに、河川等の自然を活

用しての地域の子供たち等のイベント、それから季節の花をテーマとしたイベントあるいは

そばなどの地域特産、農産物、特産品を使ったイベント、それから地場農産物を使っての加

工食品、いわゆるこういったものなどなど、本当に幅広い分野で多くの皆様がかかわり、そ

して元気に活動されているということが本当にうれしく思っております。

今後もこうした地域資源を、皆さんがそれぞれ得意とする分野で参画をしていただいて、

活用して、そして地域を元気にしていっていただきたいなと、こんなことを思っております

し、またこういった面に対して、村もできる限りの支援を申し上げていきたいと、こう思っ

ております。

そしてさらに、現在麻績村では地域おこし協力隊というような制度を取り入れながら、新

たな風を入れながら事業を行っておるわけでございますが、こういった皆さんにもいろいろ

なことを期待しておるわけでございます。さらにさらに麻績村が元気になってほしいと、こ

んなことを願っておるわけです。

以上でございます。

○議長（尾岸健史君） 峰田議員。

○６番（峰田 昶君） ありがとうございます。

聖とか市野川とか梶浦とか宮本とか、各地区で非常に多く行事をやっていることは、個々

に村民は把握していますけれども、若干まだ始まってそれほどもたっていないのに、今さら

マンネリなんていう言葉を使ってはいけないんですけれども、ぜひ拡大するような活動に続

けていっていただきたい。

それとあわせて、村民自身が実は元気になるためには麻績村をいかに思っているか。麻績

村に住んでどう思うのかという部分が大切だと思うんです。逆に言うと欠点は長所だという

言葉がありますけれども、寒いのが非常にそれが得意点になっていろいろできると同じだと

思いますけれども、ぜひそんな意味を踏まえて、村民が胸を張って麻績村はいいところだと

いえるような、そういう教宣というか、そういう活動もしていただきたいというふうに思っ

ているわけなんです。

それとあわせて、文化財もたくさんありますけれども、実際に文化財をどこにどういう文
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化財があって、そのことに対してどのくらいの評価があって、どのくらいこれはすばらしい

ものかということを、麻績村村民はどのくらい知っているかということになると、若干、は

っきり言うとリピーターという言葉がありますけれども、そこへ行ってやると外の人のほう

がよく知っているという言葉があるんですね。灯台もと暗しなんていう言葉もあるとおりで

ございますけれども、そういう意味で、ぜひそのあらゆる方法で村の人間が村を、これはい

いところだというふうに思える、そういう、私自身もそうなんですけれども、そういう部分

も考えを受け付けるようないろいろな動きもしていただけたらな、というふうに考えていま

すので、よろしくお願いいたします。

地域資源の活用と効果につきましては、特にはこれで結構ですけれども、先日神明宮に行

ってきましたら、非常におごそかでいいなと感じました。仮殿ができ上がったんですけれど

も、やっぱりああいうものもぜひその都度その都度報道するような、村民に知らせるような

ことも非常に大事かなと思いますので、つけ加えます。

次に、各地区での地域力という言葉があるんですけれども、東北の大災害のときに、一人

も災害時に見逃さない運動なんていう言葉がありましたけれども、麻績村は特にそういうも

のがありませんので、今のところいいんですけれども、地域力、そういうものを向上させる

施策はということで、非常にいざというときには地域力が大切だと思うものですから、そう

いうものについてのお考えがありましたらお願いしたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） やはり、今おっしゃられたような地域力、いわゆる地域コミュニティ

能力といいますかね、こういったものであろうかなと、こう理解するわけでございますが、

やはりこれは一番は人口の減少あるいは高齢化、そしてまた１番は、若い皆さんが少なくな

ったということが大きい原因なのかなと、こんなように思っておるわけであります。

現在、麻績村の中にもそれぞれ集落機能が維持できなくなってきておるという、いわゆる

嫌な言葉でございますが、限界集落というような形での集落がもう既に出てきておると。そ

れからさらに集落が崩壊寸前というような地区もあるわけでございます。こうした地区が今

後ふえては困る。そして現在のところも何とか復活してほしいと、こんな願いがありまして、

現在行っておりますのが、緑のふるさと協力隊というような制度を活用したり、それからさ

らには今後考えられるのは、地域支援員でありますとか、あるいは緑の地域おこし協力隊、

こういった制度を活用しながら、というようなことも考えられるわけです。

いずれにしても、村だけではできない。それぞれ地域の皆さんの力をかりてということも
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必要となります。

それからさらには、地域から発信していただく、そんなことも期待しております。

○議長（尾岸健史君） 峰田議員。

○６番（峰田 昶君） 力には若い力、熟年の功、高齢者の知恵の力等ありますが、物事を行

うとなると若い力が大きいわけでございますけれども、初老という言葉は余りよくはありま

せんけれども、元気な老人を活用するとか、地域支援員という形もできているというふうに

聞いておりますので、ぜひいろいろな面で活用し、地域を盛り上げていただきたい。そのこ

とが結果として全部、先ほど言いましたその指標値がいろいろにつながってくるかと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

続いて、村発信の情報の周知徹底と、それから資料の活用についてです。

非常に村から発信される情報は重要な大切な、それから知らなければならない情報がある

んですが、比較的イベントとか開催時のものについては、その通知がよく行きますけれども、

実際の資料そのものについて、意図して配布しているところが、村民まで行き渡っているか

どうかについて、どのように判断しておられるか、その辺をお聞きしたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） ただいまのご質問に答える前に、先ほどの答弁にちょっと加えさせて

いただきたいと思いますが、私も申し忘れたわけでございますが、やはりこれからはお年寄

りの力、高齢者の知恵、こういったものも活用していかなければこれからはだめだと、こん

な思いも常にしておるわけでございまして、先ほど麻績のすばらしいものをというご意見が

ございましたが、私も役場職員にも少し話し始めているんですが、いわゆる麻績学、麻績を

学ぶ、麻績学ということをこれから職員はやらなければいけないということを言っているわ

けでございますが、麻績のことを知り、そして麻績のよさを知ることによって、麻績を大事

にしていく、麻績を好きになっていくということでございます。これが村中に広がればあり

がたい。そしてこのためには、高齢者の皆さんの力をかりていくと、こんなことも今考えて

おるわけであります。

さて、ただいまのご質問でございますが、村から発する情報でございます。これは今日そ

のインターネット環境の進化もありまして、大変多くの情報が飛び交う時代となってきたと

いうことでございます。そしてまた、この情報の受けとめ方につきましては、世代によって

大きく変わっているというのが現実であります。

そして、人々のニーズ、要望、これも多種多様になっておりますし、情報の内容もあわせ
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て多種多様となっているというのが現実であります。当然行政から発信する情報もその量も

今増えておりますし、内容も多種多様化しておるわけであります。

こうした中で村ではインターネットや広報無線、それから紙媒体など多くの手段を使って

数々の情報を発信しておるわけでございますが、これらを全ての住民に知っていただくとい

うことは大変難しいことなんだなと、こう考えておるわけであります。行政はできるだけ多

くの情報を村民に知らせる。そしてまた正確な情報をわかりやすく提供していくということ

にまず努力しなければならないということでやっておるわけでございますが、しかし、これ

らの多くの情報源から個々の皆様が必要な情報を選んでいただくということについては、ま

た住民のご努力も必要なのかなと、こんなふうに思っておるわけです。

いずれにいたしましても、これからは行政からの情報というものは正確に、わかりやすく、

そして親切にと、こんなことをモットーにこれからやっていきたいと、こう思っております。

ご質問の趣旨は十分理解できますので、必要とする情報が必要とされる方にきっちりと届い

ていくというようなことに知恵を絞っていきたいと、こう考えておりますので、どうぞよろ

しくお願いしたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 峰田議員。

○６番（峰田 昶君） 端的に申し上げまして、期限がある限られた範囲内での情報とか、そ

れから国保の関係とか、身近な問題とかいろいろ含めて地域懇談会が村長、各地区を回って

いただきまして、いろいろああいうふうに身近に来ていただきましてやりますと、非常にわ

かりやすく理解しやすいんですね。

それで、出ている人間ははっきり言うと多分半分以下かなと思いますけれども、出た人間

はわかりますけれども、そうでない人間は比較的にどのように理解しているか、端的に言い

まして、出てくるような人は多分認知症でない人が出てくるのか、認知症にならない人のほ

うが出てくるのか、その辺も踏まえて知識を得るというような、そういう行動というのは、

人と会ったり、いろいろすることが嫌でありますよね。いろいろな面で、多分そういう行動

を起こすことが健康的にもいいかと思うんです。

それで、農業委員との問題もありますけれども、農業委員の選挙がこれからあるんですけ

れども、それにつきましては、起算がいつかというようなことになると、その時点で何かを

キックをしていかなければ、実際にはその行動、権利を行使できないとか、いろいろ細かな

問題があるものですから、あえて実業務に生かすときにどのような把握をしているかという

ことをお聞きしたんです。協働の村づくりということになると、やはり情報は共有して同じ
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レベルで同じような考えをしてやるのが、同じ考えでなくても幾分は違ってお互いに個性を

出し合いながらやっていくのがいいかと思いますけれども、そういうふうに思いますと、情

報は非常に大切だと思うんです。

ですから、無線というか一斉放送等も毎回たくさんやるといけませんけれども、５月の定

例とかいろいろ踏まえてこういうものとこういうものがあるというようなときには、ああい

うものでこういうものが区長から配布されているよとか、地域の情報はこうだよと。先ほど

もちょっと言いました行政催事は比較的情報が一斉に報道されたりいろいろされていますけ

れども、まだもうちょっと努力する部分が、知らせるためにありはしないかなということも

踏まえながら言っていますし、それから現実論として知らなかったからでは済まされない部

分もあるくらいの情報もたくさんあるかと思いますので、その軽重を理解した上でぜひ情報

の徹底を努力していただきたいと思います。

インターネットは若い人でなければ多分だめだと思いますし、それからたくさんの細かな

字は老人はだめだと思いますので、視覚に訴えるような方法。それから、１枚ベストでなる

べくなら読んでわからない人はここに連絡してくれとか、いろんな方法があるかと思います

ので、ぜひそういう努力をしていただければありがたいと思います。現状を把握して、それ

からしっかりそれを分析して、対策を立てて、実行して、チェックして、さらに行動を起こ

して進んでいけば、時におくれずにできるかと思いますので、ぜひそんな意味で元気にして

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

じゃ、１番は終わりまして、次に消費税増税後の生活実感についてお聞きしたいと思いま

す。

一番影響を受けられると思われる生活者には、臨時福祉給付金とか子育て世帯臨時特例給

付金等が支給されるという形になっているかと思いますが、国の簡素な給付金ですとか、今

はどんな状況になっているか、お聞きしたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 峰田住民課長。

○住民課長（峰田江津子君） それでは、今のご質問について、事務的なことでありますので、

私のほうからお答え申し上げさせていただきます。

現在消費税増税の対策といたしまして、おっしゃられたように国から２つの給付金制度が

示されております。内容や麻績村での給付スケジュールについて簡単に申し上げさせていた

だきます。

臨時福祉給付金につきましては、住民税の非課税者、課税者の扶養親族であるとか生活保
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護を受給している方々は除きます。それとあと、障害年金等々一部の年金や児童扶養手当等

の受給をされている方については5,000円の加算がございます。あともう一つは、子育て世

帯の臨時特例給付金、これにつきましては、１月現在の児童扶養手当の受給権を持っていた

方々で、これもやはり同じく１万円でございます。

麻績村での対象の予定者といいますか、大体このくらいであろうということなんですが、

臨時福祉給付金のほうは約300人、それから子育て世帯のほうにつきましては270人ほどで

あろうというふうに思っております。これにつきましては、おおよそ７月から10月の間に申

請を受け付けていきたいというふうに思っています。それぞれ今話にありました広報につき

ましては、最も大事なことでございますので、こんなふうに計画をしております。４月号の

ホット情報おみをごらんになっていただいたと思いますが、そこのところで給付金の概要に

ついての説明をさせていただきました。今後は７月号のホット情報おみにつきまして、申請

方法についての掲載を、それからあと続きまして９月号につきましては、申請受付について、

また具体的な内容が決定した段階で、先ほどのお話ではありませんが、ホームページにも掲

載をいたします。

○６番（峰田 昶君） 給付金については、個人申請ですので、落ちのないように情報提供を

お願いいたします。国保税につきましては、今年度からアップしての対応となっていますし、

介護保険も大変厳しい状況にあることから、福祉を目的としてこの消費税も上がっているわ

けでございますけれども、麻績村として26年度は現状どんな状態というふうに見込んでいる

か、お聞きしたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 峰田住民課長。

○住民課長（峰田江津子君） それでは、私のほうから簡単に国保と介護保険の運営の状況に

ついてご説明を申し上げたいと思います。

昨年度から特に議員の皆様方には特に国保の運営を中心に大変ご心配をおかけしたという

認識がございますので、ここでお礼と本当におわびを申し上げたいと思っております。

まず最初に、介護保険事業の実態でございますが、介護保険の料率につきましては、皆様

方ご存じのとおり、３年に一度見直しを行うという予定でございます。現在は平成24年度か

ら26年度まで同一の保険料率を使っておりますので、今年度、来年以降の検討をしていくこ

とになります。

現在の運営状況につきましては、25年度運営資金の不足によりまして、県資金を1,500万

円ほど借り入れております。この償還につきましては、平成27から29年度の３年間で返済を
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していく予定です。介護保険につきましては、今大変国のほうも制度の改正が行われている

ところでして、今後27年度から29年度の料率決定につきましては、なかなか難しいものがあ

るというふうに思っております。ですので、今現在担当それぞれのほうでも学習会を開きま

して、しっかり現状を見詰めた上で審議会のほうを行いまして、来年度からの３年間の料率

決定につきましては、特に過重な負担とならないように適正な率というふうにするように心

がけていきたいというふうに思っております。

続きまして、国民健康保険事業についての実態でございますが、１人当たりの医療費が高

い反面、税率につきましては従来県内56位という比較的低く設定されている状態でございま

した。これを鑑みまして平成26年２月の国保運営協議会で平均15％程度の引き上げとなる税

率改定の答申をいただきまして、平成26年度改定を実施いたしたところでございます。改定

後の保険税につきましては、県下22位程度になる予定でございます。

現在につきましては、どのようになっているかといいますと、現在平成25年度から26年度

への国保の繰り越し見込みの概要なんですが、約4,000万円ほどを予定しております。この

繰り越し見込みを鑑みますと、現在26年度の税率改定によります国保税全体の増額が約600

万超えを予定しております。大体およそ600万円です。平成25年度のときの基金の繰入額が

約1,600万円ございましたので、全体で運用の不足額、この1,600万円に、それからあと法

定外の繰り入れを600万円行っていますので、約2,200万円ということになります。

先ほど申し上げましたように、26年度の繰り越し見込みが約4,000万円超えでございまし

て、25年度からの繰越金2,500万円を差し引いた段階では、ちょうど昨年度の実質的な今の

不足額であったもの、基金の取り崩しとその約600万円の法定外の繰り入れを行ったものと

ほぼ同額になるものと思われます。ですので、現在の状況で25年度と同程度の医療費及び税

収状況ならば、ほぼ賄えるものというふうに係のほうでは試算しております。

ただ、これも大変申しわけないと思うんですが、麻績村のような小規模保険者といいます

のは、大変怖い傾向がありまして、どうしても構造的に、例えば少しでも大きな医療問題が

起こりますというか、医療費がかかりますとたちどころに医療費というのは上がります。そ

れとわずかな保険の加入者でございますので、その年々の収入によりまして、収入いわゆる

保険税の上がり方も大きく変わります。そういったことを踏まえますと、なかなか油断のな

らない状況であるということに変わりはないというふうに認識はしております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（尾岸健史君） 峰田議員。
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○６番（峰田 昶君） 細かな説明をありがとうございました。上げたすぐでございますので、

26年度は通常のベースでいけばまあまあかなと。ということは、来年は厳しくなる可能性が

ある、そんなふうにも理解できるかと思いますが、非常に厳しい状況だということは大体の

方が言葉ではわかっていますけれども、いざとなるとなかなか難しい部分がありまして、先

ほど言いましたように、超高額の医療がかかるような場合には、人数が少ないところで分担

するとなると、個体の影響がそのまま出てくるというご説明だったものですから、そうかな

というふうにも感じました。

保険というのは介護保険、これは世界に類を見ない、いい制度で、本当にゆりかごから墓

場まで生きられるのは日本だけじゃないかなんていうふうに感じていますので、ぜひ早目早

目にいろいろな情報を出しながら、応分の分担をしながらやっていかなければならないかな、

なんていうふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。

全部を踏まえまして、日本創生会議とか財政力諮問会議とかいうようなところでは、人口

も8,000万人になってしまうとか、それからこのまま今の状況をつなげれば、国債が8,000

兆円を超えるとか、全くの雲の上のような数字が出ていますので、余り実感として湧かない

ですけれども、我々は生きていかなければならないものですから、ぜひそういう部分で考え

るとなると、消費税も来年10％が目に見えていますし、交付税もそれほど交付が多くなると

は限りませんものですから、そんな中で、自分たちのできることは村民も自分たちでやろう、

それから地域でいろいろやるイベントもちょっと押してくれればできるとなれば、自分たち

でやろうというような盛り上がりもだんだん出てきていると思いますので、ぜひそちらの方

面を伸ばすような形で元気にしていただければありがたいと思いますので、よろしくお願い

いたしたいと思います。

公平公正に偏らないで、ぜひ投資というかお金が限られていますので、緊急度のあるもの

からやっていくのは当たり前でございますので、その辺は裁量として村長にしっかりとかじ

取りをお願いいたしまして、私の質問は終わります。

○議長（尾岸健史君） ６番、峰田昶議員の一般質問は終了しました。

ここで休憩をとります。

再開は10時25分からといたします。

ただいまから休憩に入ります。

休憩 午前１０時１４分
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再開 午前１０時２５分

○議長（尾岸健史君） それでは、休憩を閉じ会議を再開します。

────────────────────────────────────────────

◇ 坂 口 和 子 君

○議長（尾岸健史君） ７番、坂口和子議員の一般質問を許可します。

７番、坂口議員。

〔７番 坂口和子君 登壇〕

○７番（坂口和子君） ７番、坂口です。

私は、さきに通告いたしました学校統合について麻績村の考え方はという質問、そして要

旨については４つ上げてあります。まず、８者会議の経過と内容について、２番目、今後の

両村会議について、３番目、坂井地区住民との懇談会について、４番目、ＰＴＡの取り組み

について、この要旨４つについてを中心に質問をいたします。一問一答方式でやりますので、

自席に戻らせていただきます。

それではまず、要旨１の８者会議の経過と内容についてです。

去る３月議会の一般質問の折、私は両村の学校統合に関する８者会議、いわゆる筑北村麻

績村両村の村長、副村長、教育長、教育委員長、８者による会議を３月の末に実施する旨の

答弁を村長から聞いておりました。その後、３月25日と２カ月後の５月30日と２回行われた

と聞いています。

学校統合検討会議は、平成25年度第６回の８月９日以来、両村の村長選、村議選を理由に

中断されていましたが、選挙も終わり両村会議の再開がまたれている現状でございます。こ

の３月25日と５月30日に行われた８者会議の内容をお示しいただきたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 答弁を求めます。

高野村長。

〔村長 高野忠房君 登壇〕

○村長（高野忠房君） それでは、答えさせていただきます。

まず、８者会議の前のことも少し述べさせていただきますが、麻績村と筑北村との学校統
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合につきましては、昨年８月９日に開催されました両村の検討会議におきまして、両村にお

いて村長及び議会議員の選挙があるので、新体制が決まるまで一時中断すると。しかし、今

後も両村会議は継続していくんだというような知らせがされたわけでございます。

そうした中で、両村の保護者座談会、これにつきましては継続するということで両村会議

中断後も２回開催され、その後も必要に応じて機能できるよう組織は残しているということ

を聞いておるわけでございます。今年になりまして１月27日、実は私も就任した後でござい

ますが、１月27日筑北村関川村長さんと２人で幾つかの重要課題について、筑北村役場で会

談をいたしました。その席ではいろいろなことを話したわけでございますが、その中で学校

統合についても話をしたわけでございまして、筑北村の教育長さん、それから教育委員長さ

ん、副村長などの人事がまだ確定していないんだということで、その確定後に、決まった後、

麻績村当番で８者会議を持つということになったわけでございます。

そして、両村の３月定例議会が終わった３月25日に麻績村で８者会議が開催されました。

そのときの内容につきましては、両村学校等統合会議の発足及び今日までの経緯の確認、そ

れから中断期間のそれぞれの村での状況等、それから更に今後に向けての考え方などの意見

を交わしたわけでございますが、特に大きな進展はなくて、次回の８者会議は筑北村が当番

で早い時期に開催しましょうということで、その会は閉じたわけでございます。

そして、去る５月30日でございますが、新体制も全て整ったということでございまして、

第２回目の８者会議が筑北村坂井で開催されました。これは筑北村さんが当番でございまし

た。ここで今後の進め方について具体的な意見が交わされたわけでございます。

まず、筑北村さんからは、教育委員会と議会で協議をし、今までの考えを変えて筑北村の

みで学校統合を進めたいとの発言があったわけでございます。これに対して、私からは両村

の教育委員会の上申に沿って今日まで検討を重ねてきた経緯等を踏まえ、また、小学校につ

きましては、南部の２校、すなわち坂北小学校、本城小学校、この統合計画は進んでいるこ

とから、北部の２校、すなわち麻績小学校、坂井小学校、この統合について、早急に進めて

いきたいという考えを私は明確に示させていただいた。そして、このことを伝えさせていた

だいたわけでございます。

このときには、今後どうするかということではなくて、意見の交換ということであったわ

けでございます。そしてまた、私からは更に、中断している両村検討会議、これは再開すべ

きであるということを申し出ましたが、このことについては当初、関川村長さんからは、再

開しましょうということをおっしゃられたわけでございますが、後ほど事務局のほうへ連絡
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があったのは、両村検討会議の再開ではなくて、８者会議を開催することだというようなこ

との連絡があったということを確認しておりますが、直接本人からはまだ確認してございま

せん。また、今後８者会議を近い時期に行うということでございますので、この辺のことも

これから詰めてまいりたいと、こう思っております。

５月30日の会議におきましては、意見を述べ合う、いわゆるフリートーキングでいろいろ

な意見を述べましょうということで行いましたので、意見を述べ合うのみで終わったわけで

ございます。次回は麻績村が当番ということで、６月の中・下旬に８者会議を開こうという

ことで申し合わせてあるわけでございます。

今後の両村会議の開催につきましては、具体的に協議はまだなされておりませんが、今日

までの経緯におきましては、開催することになっておりますので、今後詰めてまいりたいと、

そう私は考えておるわけでございます。

以上であります。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） ただいまの答弁の中に、筑北村が今までずっと継続していた両村の検

討会議はなく、向こうだけの筑北村だけの単独の学校統合で進めていきたいという村長答弁

があったよしに聞いておりますけれども、教育委員会を含めて。実はこの８者会議は当然両

村の教育委員会が中心になって、このことは進められていたことだと思います。したがいま

して、実は筑北の関川村長の就任当時の掲載ですけれども、これは村報ちくほく49号に載っ

ておりまして、この村長の言葉の中にも、特に学校統合の問題は筑北村教育委員会の見解を

重視し、村の方針を決めていくつもりとあります。この筑北村の教育委員会の見解というの

は、当然両村の検討会議、教育委員会が筑北村も入っておりますので、当然この方向で進め

られていると私は解釈をいたします。

したがいまして、今の村長の答弁の中にある筑北村だけで進めるという考え方は、少し向

こうの教育委員会の考え方に矛盾を感じておりますけれども、その点は村長、どんなふうで

しょう。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） 実は筑北村さんの内部の状況につきましては、私は細かいところまで

お聞きしておらないわけでございますが、この間の席におきましては、教育委員会と議会と

検討した結果、こういった方向でというようなことを発言がされたということで、それが最

終決定なのかということではないんではないかなと、こう思っております。
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というのは、先日の８者会議はそれぞれ自由な発言でいきましょうということで、まずそ

れぞれの考えを述べ合うということでございましたので、決定したというふうには私は受け

ておらないわけでございます。そしてまた、今まで教育委員会がそれぞれの村に上申をされ

た内容につきましては、繰り返すわけでございますが、まず小学校につきましては南部の２

つの小学校を１つに、それから北部の小学校を１つにということで上申がされておりますし、

また、これに向けて今日まで両村の会議が進んできたという経緯もございますし、それから

また、それを期待している方々もあるわけでございますので、そしてまた教育委員会もそう

いったことで今日まできておりますので、その方向転換が教育委員会内部でされたかされな

いかということは、まだ聞いておらないわけでございます。

以上であります。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） そもそも学校統合問題というのはこの筑北地域は一つという考え方を

基本にして両村で今日まで検討してきた経過があります。何よりも、子供も保護者も統合は

あるものと解釈しており、一向に進展しないこの現状に多分保護者の皆さんは不満を持って

いるんではないかと思います。それだけに私もこの問題は非常に大切なことですから、積極

的に統合問題は進めていきたいと思い、きょうもこの質問をさせていただきました。

両村の検討会議の発足時から、当然両村の教育委員会も加わっていることですから、この

点については今後ぜひそのことを尊重して進めていただきたいと思っております。村長のほ

うもそのことについては、ただいま答弁ありましたように、承知しておられますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは次に、この８者会議の線が今答弁されました。３月25日と５月30日の８者会議と

いうのは、お互いに意見を述べただけだとは言われておりますけれども、私たちから見ます

と、やはり両村のトップの方々が、ただ座談会をやったとは考えられません。したがいまし

て、この内容については公開していただきたいと思いますけれども、その件はいかがでしょ

うか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） できる限りこういった会議はオープンにすべきであると私はそう思う

わけでございますが、実はこの会議の持ち方についても事務局でそれぞれ検討していただい

たわけでございますが、自由な発言をするのには、まだオープンにするのは早いんではない

かと、そんな声もございまして、オープンにせずに開催したという経緯でございます。
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いずれにいたしましても、これからきちんとした話し合いをしていくには、今、議員おっ

しゃられるように、オープンな形にしていきたいと、こう考えております。

以上であります。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） それでは、第３回目が今月の末くらいに開かれるとのことでしたけれ

ども、その内容について、今、既にこのこととこのことは詰めていこうという項目等が今上

がっていて、それに基づいてしっかり検討されて、それで次回はそれを公開してもらえると

いう解釈をしてよろしいんでしょうか。その内容について説明願いたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） 先日の８者会議からまだ日が浅いということと、それから村の議会が

入ってしまったということ等もございまして、次回の８者会議までには筑北村さんの考え等

もお聞きしたということ、それから私の考えも申し上げたということもございますので、ま

ずは教育委員会、それからまた議会の皆さんにもご相談申し上げながら、次の８者会議には

そんなご意見を聞く中で、また望んでいきたいなとこんなふうに思っております。

それから、麻績村におきましては、この検討委員会、代表の方がいらっしゃるものですか

ら、そういった方のご意見等も受けとめながら臨んでいかなければいけないのかなと、こう

考えております。

以上であります。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） 今の解釈では、今月行われるまでに麻績の教育委員会の方針と私たち

議会にもその内容についての相談があるという解釈でよろしいんでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） 麻績村におきましては、今日まで一貫した考え方で進んでおるわけで

ございますが、方向転換というような考えが示された中では、まずその辺、今申し上げたよ

うな期間にはお話はしたいと、こう考えております。

以上です。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） それでは、８者会議につきましては、実際に３回目を行われて、その

結果がどうなるかわかりませんけれども、いずれにいたしましても、継続性ということは強

く要望していきたいと思っております。
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それでは次に、要旨２の筑北地域は一つ、の方向性ということで質問をいたします。

検討会議も23年８月４日、第１回から数えて23年度には９回、24年度には３回、25年度

は８月までに６回の会議をやり、当初の計画では学校統合パターンも平成27年度開校を目指

して小学校、さっき村長も言われましたけれども、南部に坂北小学校と本城小学校統合、そ

れから北部に坂井小学校と麻績小学校は統合、中学校は現在の２校を１校に統合しというこ

とで、その後、子供の状況を見て30年代の早い時期には小学校２校も１つにしたい。また中

学はそのまま１校、すなわち筑北地域には将来的には、子供の推移を見ながら、小学校は筑

北で１校という現状にならざるを得ないことも予想されます。

そういうことから見ますと、やはりこれは先ほどの筑北村さんの単独の考え方ではなくて、

この全体で少子高齢化の現象は継続されていくことが予想されますので、今申し上げました

ように、小学校１校、中学校１校、将来的にはそういう方向になった場合のことも考えて学

校統合はぜひ継続してもらいたいし、できるだけ早い時期に再開してもらいたいと思ってお

りますので、次回の会議のときには、そのことをしっかりと村長から提言していただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。

それから続いて、筑北村では村長がかわったという時点で、筑北村の学校統合等検討委員

会も解散したと聞きますけれども、そもそもこの両村の検討委員会は、両村が合意の上で設

立され、継続されてきたものであり、現に先ほども村長もご承知のように、麻績村でも検討

委員会の報酬についても予算化されております。予算化されているということは、この検討

会議は継続されるという予想のもとに、26年度の予算の中で予算化されたと思っております。

また、麻績村の場合は、振興計画にもこの少子高齢化の問題からしまして、教育問題につ

いては非常に重要視しておりますので、筑北村が解散したからと、中断されたままの状態で

私たち検討会議のメンバーは、はい、そうですかというわけにはいきません。私はどうして

も納得できません。やはり、何らかの形で今後の方針について両村の関係者に正式に表明さ

れるべきと考えておりますけれども、そのことはいかがでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） 議員おっしゃるとおり、最初に私が冒頭に申し上げたように、麻績村

筑北村学校統合につきましてはということを申し上げたわけでございますが、現在まだ中断

状況にあるということでございます。いずれにしても、再開をしましょうということになっ

ておりますので、どのような方向になるかはともかくとして、いずれにしても、再開をして

地域の学校はどうあるべきかということは、そこで検討してほしいなと思っておりますし、
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先日も私のほうからは８者会議だけにとどまるのではなくて、両村の検討会議があるわけで

ございますから、まずこれを再開すべきですねという、こんな話を申し入れてあるわけでご

ざいます。

以上であります。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） そのときの感触は率直に申しまして、向こうの反応はどうですか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） 感触、そこまではつかんでおらないわけでございますが、私はずっと

継続してやってきておりますので、過去の状況等を理解しておるわけでございますが、関川

村長さんにおかれましては、ずっとということではございませんので、その辺の経緯が全て

理解されているかどうかは、ちょっとまだ私としてはわからないわけでございますが、何と

かこんなような、今までの経緯等を尊重してほしいと、こんな話はしていきたいと、こう思

っております。

以上であります。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） ぜひこの両村の会議は継続していただくように強く望みます。

それでは続きまして、３番目の坂井地区の住民との懇談会についてということでございま

す。

先ほど申し上げましたけれども、もともと当初から小学校２つでスタートする場合は、坂

井小学校と麻績小学校を統合するという方針でありましたし、現に中学校は坂井小と麻績小

が一緒になって現在の筑北中学校ができておりまして、それぞれの村の子供は登校している

のが現実でございます。この中学校におきましても、旧坂井村と麻績村、旧日向村の組合立

の中学校として長い伝統が今日に至っております。坂井地区の皆さんは筑北村と村名が変わ

った今でも生活圏は麻績村と共有しています。人的交流も非常に深いです。そのことからも

坂井小と麻績小が統合するのが自然の流れかなと考え、坂井地区の皆さんと懇談会ができる

とよいと思いますけれども、そのような機会はできないものでしょうか。私自身も友人、知

人、親戚等子供を持っている親御さんからは、麻績小学校と一緒になったほうが利便性も高

いしということを聞いております。この坂井小と麻績小が一緒に統合して今後も進んでいき

たい。また住民のそういう気持ちも尊重していきたいという気持ちがあるのですけれども、

村長はそのことについてはどのようにお考えでしょうか。
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○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） 議員おっしゃる趣旨は理解するわけでございますが、坂井地区の住民

の皆様と懇談会ということについて、私の立場から呼びかけて開催するということはできな

いんではないかなと、こう思っております。ただ、坂井地区の住民の皆さんの多くの方々か

ら麻績に対しての要望や期待、そういったものは私自身もお聞きしておりますし、それから

長い間、培われてきました坂井地区の皆様との麻績村との特別な信頼関係、こういったもの

はこれからも大事にしていかなければならないと、こう考えておるわけでございます。

以上です。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） そのことを何回も同じことを申し上げますけれども、その８者会議の

中でもその気持ちを伝えていきたいし、私も一議員として、また検討会議のメンバーとしま

しても強く望んでいきますので、そのことをよろしくお願いいたします。

坂井地区の住民の皆さんとの懇談会についてですけれども、これは今の村長の立場ではで

きないということですけれども、どこかの機会でそんなことを村民同士が交流会、懇談会を

できるようなセッティングができないものかと私は考えておりますけれども、行政が違えば

全くそういう方法はとれないのか。例えばこういうことと、こういうことをすれば両村の住

民の方との懇談会もできるんではないかというような、そういうアイデアはありましょうか。

あるとすれば村長の立場でできない部分でも、私たち住民の立場でやっていこうかなと思い

ますけれども。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） ただいまのご質問でございますが、筑北村さんとの関係もきちんと大

事にしていかなければいけないということもございますので、私のほうからはどういう形と

いうことは申し上げるわけにはいかないわけでございますが、私が先ほど申し上げたように

麻績村と旧坂井村につきましては、特別な信頼関係が長い間培われてまいりました。具体的

に申し上げますと、歴史、文化の面におきましても、麻績神明宮の氏子の構成でありますと

か、あるいは長くずっとございます古刹の信濃札所第一番、法善寺さんの檀家の構成等につ

きましても、本当に深い関係にあるという現実があるわけでございますから、こういった関

係というのはこれからも長く続いていくであろうし、それから最初に議員おっしゃられたよ

うに、この筑北地域は一つだということでございますが、麻績村、筑北村はいずれ一つにな

っていく方向であるという中から、地域というのは学校問題だけではなくて、いろんな面で
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一つになっていく必要があるんではないかなと。いわゆるこれがこの地域の信頼関係という

ことであろうかと思いますが、こういったものを大切にしながらいきたいと、こう思ってお

ります。

具体的なその質問でございましたが、両村のいわゆる何らかの形での懇談、いわゆる話し

合いというものにつきましては、それぞれの機関等で考えていただければ十分できることで

はないかなと、こう考えております。

私からは、そのことについては深くは申し上げられないということでご理解いただきたい

と思います。

以上であります。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） それでは次に進みます。４番目のＰＴＡの取り組みについてですけれ

ども、学校統合委員会の会議の中で、検討委員会に参加しているＰＴＡの役員さんが中心に

なって、子育てをしている保護者の意見を聞いて、その意見を尊重しようという、そういう

ことで24年度当時のＰＴＡの方々に付託した経緯があったと記憶しています。

最初のときの村長の答弁の中にもありましたように、保護者の皆さんの懇談会が継続され

ているんではないかというお話がありましたけれども、まさにそのことだと思います。

このことがＰＴＡの皆さん方の考えが、この両村の検討会議の中で反映されていません、

実際に会議の中で。ですから、やはり子育ての保護者の皆さんの意見を聞いて確認する必要

はあると思うんですけれども、そのことについては村長はどのように考えますか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） 両村の保護者の座談会でございますが、これは両村の検討会議が中断

後も継続していたということを聞いておりますし、また、いつでも必要に応じて機能できる

体制にしてあるということは聞いておるわけでございます。議員のおっしゃるとおり、これ

らにつきましては、両村検討会議が再開されれば、そういった皆さんの意見も明確にお聞き

することができるんではないかなと、こう思っているわけでございます。

そういったことも含めて、両村の検討会議の再開を望んでおるわけでございます。

以上であります。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） ぜひ、やはり保護者の今子育てをしている最中の保護者の皆さんの意

見、考えが一番尊重されなくてはいけないと思いますので、両村で共有するそういう保護者
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の皆さんとの考えを掌握するということを次回の８者会議でもそのことも一言つけ加えてい

ただきたいと思います。そして会議が継続されれば、そこへ反映されるように会議の進め方

もまた考えていってもらえると思いますので、よろしくお願いいたします。

統合具体策の検討に当たっては、先ほどから申し上げていますように、基本的な考え方に

は当初から５つ示されております。子供を主体にしたよりよい教育環境の整備、それから筑

北地域は一つの方向性、活力ある村づくりへの貢献、それから既存施設の活用、ハード面を

補完するソフト面の整備、これが真っ先にのまず最初に基本的な考えとして両村が共有し、

検討会議が発足した最初の案件であります。

したがいまして、今は先ほど申し上げましたように、筑北地域は一つという考え、それか

ら子供のよりよい教育環境を整備するためということで、そもそも統合の会議が始まったこ

とでありますので、そのこともよく新しい関川村長さんにも認識していただいて、そして、

この会議がスムーズに両村の子供たちのために進んでもらえるように、村長の努力をお願い

したいと思います。

若者に定住してもらうためには、やはり何人かの質問者からも、るるありましたし、過去

にもそのことが重要視されておりますけれども、当然子供の子育てとよりよい教育環境の整

備がなければ、若者が、麻績村を初め筑北村もあわせて、この過疎の村に住んでもらえる、

若者が快く住んでもらえるという状況にはなかなかいかないと思います。やはり子供の育て

方、そしてよりよい教育環境、この整備を重視することによって、いい村づくりができるん

ではないかと思いますので、そのこともぜひ考えの中に入れていただきたいと思います。

麻績村の場合ですけれども、既に村長と教育長さんの手元に配付してありますけれども、

実は村のことし４月現在の地区別、年齢別日本人統計表がお手元にあると思います。これを

分析しますと、そこで地区が細かく分かれておりますから、麻績村は18地区、日向が17地区、

合計35地区のそれぞれ年齢別の統計があります。私のほうで一番今この学校問題に絡んでく

る０歳から14歳、いわゆる中学３年生までの地区を見てみますと、聖と野間地区を除いても、

０歳から14歳までの子供さんがいない０地区が５地区あります。また、０歳から14歳までの

子供さんが10名以下の地区が22地区あります。そして、11名から16名の地区は麻績で４地

区、日向で２地区のみです。やはり多い地区は明治町の39名、０歳から14歳までです。それ

から天王地区の45名、この地区だけが、あえて20名以上の子供さんが多いとカウントされる

２地区だけでございます。

これから若者定住施策として、先ほどの２人の議員さんの質問にも絡んできますけれども、
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住宅設計が24年度から25年度、３年間であるということで、ここでも多分子供さんがふえる

かと思いますけれども、10名以下の22地区の５歳以下が０になる可能性が非常に高い地区が

幾つかあります。そのことから学校統合は喫緊の課題でありますし、保育園の保護者を含め

たＰＴＡの懇談会は緊急に必要と考えますけれども、この先ほど筑北村さんとのＰＴＡの懇

談会、特に坂井地区の皆さんとの懇談会は容易でないということも、私もある程度認識でき

ますけれども、麻績村のＰＴＡ、保護者の皆さんとの懇談会はどのように考えていますでし

ょうか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） ＰＴＡさんとのかかわりという、行政との村との私との関係というこ

とでございますが、機会を捉えてＰＴＡの後の懇談会でありますとか、そういったときには

いろいろ話す機会等もございますし、それからまたいろいろな希望あるいはご要望等も中学

校につきましては坂井地区の保護者の皆様からもいろいろなことをお聞きしております。そ

れから麻績地区の皆様からもいろいろなことを聞く機会もございます。

また、こういった中でそういったご意見も大事にしていかなければいけませんし、また、

そして村としての考えをお話ししながら、ご理解いただくということもやっていかなければ

ならないと、こう思っておるわけでございます。

いずれにしましても、今日まで続いております学校統合のことでございます。これはその

地域に学校がなければ、その地域が寂しくなる、こういった感情も十分わかるわけでござい

ます。そういった意見も大切にしながら、その地域のつながり、昔からのつながり、こうい

ったものを大切にしていかなければいけないということでございますので、特に今小学校の

統合がまず先行して、南のほうは進んでおるわけでございますから、北のほうにつきまして

も、当初の考えどおり早く進むように、私はそんな気持ちでございます。そんなことで坂井

地域の住民の皆さんの考えが一番大事かと思うわけでございますが、ぜひともいろんな経緯

を踏まえて、これからよりよい教育環境を目指していきましょうと、ぜひそんなことでスタ

ートしてほしいなと、再出発してほしいなと、こういうふうに願っております。

以上であります。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） 坂井の皆さんの話については、私も不確定なところではございますけ

れども、やはり保護者の皆さんが、坂井の保護者の皆さんもいろいろ意見交換をして、ある

程度まとめて教育委員会に申請したよしにも聞いております。麻績村においても、今私が申
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し上げたのは麻績村の場合です。保育園の保護者の皆さん、それから小・中学校の保護者の

皆さんと具体的にもう少し一回懇談会をやって、今子育て最中の保護者の皆さんは、どうい

うことを考えているか、ぜひ学校統合は進めてもらいたいと考えているのか、もう現に小学

校から他村の村外の学校へ転校している子供もありますし、中学からもそういう子もありま

す。

やはりこの学校教育問題は、環境整備がきちんと早くできないと、先ほども申し上げまし

たように、保護者の皆さんは非常に不安に思っていますし、子育てをする意欲が湧いてこな

いと思います。また、村外に対するＰＲも幾ら若者定住の住宅を建てましても、教育問題が

解決されていなくて学校ではこういう、ほら、この地域の学校でこういういい教育がされて

いるんだよということがＰＲされないといけないと思いますし、一番は保護者の考え方をも

う一度掌握する必要があると思いますけれども、その点、私としてはなるべく早い時期にぜ

ひその機会をつくってもらいたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） 議員おっしゃることも十分わかるわけでございますが、私も考えは同

じなんですね。早く子供たちの教育環境を、よい教育環境をつくっていきましょうというこ

とで今日まで両村で検討会議を進めてきたということであります。現在中断してしまってお

るわけでございますが、早く再開をして早くやっていきたいということを申し上げているわ

けですが、あくまでも検討というのは相手があってやることでございますので、ですから今

は何とか早くこの会議がきちんとスタートしていくことがまず優先であるというように考え

ています。そのＰＴＡのご意見等を改めて聞けということでございますが、改めて聞いたと

しても、今進んでおる形での統合を進めていきたいという、私はその考えを申し上げるわけ

でございますし、それからＰＴＡの皆さんもその考えで恐らく異議はないということでござ

いますし、早くその形を整えろということでございますから、現在はいろんなほかの案とか

いろんなことを考えるのではなくて、今の道を、今の考えの道をきちんと進んでいくという

ことで、私はいきたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） そうすると将来的にこの検討会議の進行状況にもよりますけれども、

麻績村の保護者の皆さんとの懇談会というか、コミュニケーションの予定は現在はないとい

うことで、今まで従来やっていたとおりの統合を主体にして考えて進んでいくということで
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よろしいんでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） あくまでも先日の８者会議ではいろいろな意見が出たということでご

ざいますが、私としては今日までの考え方、さかのぼりますと両村の教育委員会からの村長

への上申書、これに沿って今日まで学校統合について考えていきましょうと。それに沿って

今日まできておるわけでございますから、その道を継続していく。そしてその目標に早く達

成するということが一番ではないかなと思っています。決してそういった皆さんと話し合い

をしないということではございません。方向がまた違う方向になれば、当然話さなければい

けないですし、まずは今日までの経緯を大切にしながら、そして先ほどから申し上げており

ますように、南のほうの小学校統合については、もう進み始めておるということでございま

すから、北の２校についても早く進んでいく方向を探っていかなければならないと、こう思

っております。

でございますから、議員のおっしゃいましたような坂井地域の皆さんがどう考えているか

ということも、これからは大事ではないかなと、こう思っておるわけであります。

以上であります。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） たしか、そもそも会議の初めのころでは27年度４月は坂北小と本城小、

そして28年度４月には坂井小と麻績小が統合するという方向でこの両村の検討会議では進ん

でいた経過があります。そういうことも踏まえて、統合するに当たってはやはり２年くらい

の猶予が必要だということも聞いておりますので、坂井小、麻績小の統合に向けての会議の

内容は早急に進めていただきたいと思います。

そうでないと、現在の筑北中学校が例えば坂井の小学校の皆さんが、会議の冒頭で村長が

言われましたように、筑北の村長の考えで筑北は一つという筑北村は独自に統合していきた

いという考えになったとすれば、坂井小の皆さんは筑北村の小学校のほうへ行かざるを得な

いと思うんです。そうするとこの中学校もやはり今までの長い歴史の筑北中学校が坂井の子

供さんたちと一緒にはできないという経過にもなりかねませんので、もしそういうような方

向が見えた場合には、この組合議会ではそのことについて取り上げるということは不可能で

しょうか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） まだ、大分先の予測でご質問かと思いますが、現時点におきましては、
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繰り返すわけではございますが、両村の上申書に沿った統合計画を一日も早く進めていきた

いと、こんなことでございますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） それでは、私もるる申し上げましたけれども、私が本日行った学校統

合に関する質問の内容は、非常に重く受けとめていただきたいと思います。今後も８者会議

が継続されるのであれば、両村の検討会議の再開はぜひ実現してほしいと思います。

先ほども申し上げましたけれども、筑北村さんは既に検討会議は解散していて、ないとい

う方向のようですけれども、筑北村さんもそういう両村の検討会議、同じテーブルについて

もらえる組織を立ち上げていただきまして、もう一度この会議を再開していただくように、

ぜひお願いいたしたいと思います。

当初の計画どおり坂井小と麻績小の統合により、中学も現状の組合立で存続していかれる

ように村長の決意をもう一度確認したいと思います。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） 学校統合につきましては、筑北村さんにおかれましても、この地域と

して麻績村、筑北村を含めてこの地域としてよりよい教育環境を整え、立派な子供たちを育

てていこうという考えは全く同じであろうと、こう思っております。現時点においてはいろ

いろな考えがあろうかと思いますが、将来に向けてはいずれこの地域は一つだということで

考えていきますと、学校等についても将来を見据えた中で考えていくべきであろうし、それ

から、今日までの経緯、特にこれは教育委員会、いわゆる専門の方々が長く研究検討を重ね

た結果を村を上申という形で上げられた、その形に沿って今日まで検討してきた経緯という

ものもございますし、それからそれぞれの地域の住民等の願い、こういったものもそれには

含まれておるというふうに私は理解しておりますので、何とかそんな方向でこの地域の教育

環境がよくなっていくことを期待しておりますし、ぜひそんな方向でこれから検討が進むこ

とを私は期待しておりますし、そんな方向で私も努力していきたいと、こう考えております。

以上であります。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） 教育長さんの決意を伺いたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 塚原教育長。

○教育長（塚原勝幸君） 今、議員さんのおっしゃるとおり、地域的にはもう子供たちのいな

い地域あるいは子供たちがまだまだ大勢いる地域というようなことで、全体的には子供たち
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の減少は続いているわけでございます。実際的にはそういった子供たちの教育環境の充実に

向けたときに、一種の統合、大規模校というのは、ある程度大勢の子供たちの中で切磋琢磨

する中で育てていくというような教育環境もあるわけでございますけれども、これについて

は、今進めておりますこの統合の検討会議がどういう方向に進むかということも、今後の経

過を見ていかなければわからないところでございますけれども、実際的に村長が申したとお

り、この地域の教育環境の将来の充実を考え、なおかつ、この筑北地域を支える子供たちの

将来のそういった心豊かでたくましい子供たちを育てるという意味においては、村長さんが

今答弁を申し上げたとおり、そういった部分で充実を図っていかれればいいかなと思ってい

るところでございますので、教育委員会のほうもそういった形で、今後子供たちの教育環境

の充実に向けて努力をしていきたいと思っているところでございますので、よろしくお願い

したいと思います。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） 実は、私がきょうこの学校統合についていろいろ質問するに当たりま

して、うちの議員の中からもこの問題は非常に大きい問題だから、今までの３年間の経過も

踏まえてもう少し議員でも検討する機会があってもいいんじゃないか、いろいろ意見交換す

る機会があってもいいんじゃないかというようなこともちらっと出ました。私も非常に大事

かなと思います。

筑北村さんの今の議員さんじゃなくて、その前の議員さんのときには特別委員会ができて、

既に統合白紙というようなことで特別委員会がもう解散したということは聞いておりますけ

れども、議員としてやはり今までの経過を十分認識すること、それからこれからの麻績村の

子供たちをどうするか、どういう教育環境を整えていくか、子育て支援をしていくかという

ことも含めてやはり議員自身が勉強をする必要も十分あると思います。村のほうからもそん

な機会にはぜひいろいろ相談を提案していただいて、そして一緒に考えていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

以上で私の質問を終わりたいと思います。答弁ありがとうございました。

○議長（尾岸健史君） ７番、坂口和子議員の一般質問が終了しました。

────────────────────────────────────────────

◇ 塚 原 義 昭 君
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○議長（尾岸健史君） 続いて、５番、塚原義昭議員の一般質問を許可します。

５番、塚原議員。

〔５番 塚原義昭君 登壇〕

○５番（塚原義昭君） ５番、塚原義昭でございます。

通告によりまして、生ごみのリサイクルについて質問いたします。

２月に議員によりまして、埼玉県の久喜宮代衛生組合、蕨戸田衛生センターの視察を行い

ました。生ごみのリサイクルについての研修をしたわけでございますが、その研修を踏まえ

まして、いろいろ認識を深める機会となったわけでございます。当村でも取り組みを実施し

ております生ごみのリサイクルと地域循環型堆肥化施設につきまして質問させていただきま

す。

１点目の生ごみのリサイクルの基本方針及び実態と課題について伺います。

一般的にリサイクルの代表的なものとして堆肥化、ごくわずかでございますが、飼料化な

り燃料化が挙げられます。当村は準農村地帯として、堆肥化は個別対応によるコンポストに

よる堆肥化が主力となっているわけでございます。全国的には堆肥化等は再利用されるとい

うものを環境白書等を見ますと全体の数％ということで、多くは可燃物として処理されてい

るのが実態のようであります。このことによりまして、生ごみの80％が水分ということでご

ざいますので、燃焼過程には燃料が大量に使用され、ＣＯ２の発生にもつながると大きな課

題になっており、ごみの減量化とリサイクル事業の取り組みも強化されているのが実態だと

考えます。

加えまして、生ごみは資源物であるということを認識することも重要視されています。こ

れらを踏まえてリサイクルの必要性は理解をしたところでございます。行政機関ではコスト

をかけて何らかの取り組みをし、そして堆肥化への試行が行われていますが、課題が多くて

前へ進まないのが現状のようです。当村の生ごみリサイクルの基本方針及び実態と課題につ

いて答弁をお願いいたします。

２点目でございますが、地域環境型堆肥化施設の評価と課題について質問します。

生ごみのリサイクルの一環として事業展開をしていますが、平成18年度初期投資額約

3,200万で施設化して稼働していますが、９年を経過し、施設の老朽化、そして施設の耐用

年数10年もあり、更新、改修等施設に対する再投資も必要になる時期に差しかかっていると

のことです。

さらに多額な施設費も想定されますが、今後の運用については慎重な検討の中で最善の方
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策をとることが望ましいと考えますが、新たに選択肢も広げて方向づけも必要ではないかと

思います。特に単年度ごとの諸経費を見ましても、本年度予算で540万、過去２年も同程度

と多額になっていることの実態を踏まえて、費用対効果の考え方も重要ではないかと考える

わけですが、今後の方向づけでは何が課題かを明確にして、その課題をどのように解消する

かがポイントになると思います。現状をどのように捉えているでしょうか、答弁をお願いし

ます。

○議長（尾岸健史君） 答弁を求めます。

高野村長。

〔村長 高野忠房君 登壇〕

○村長（高野忠房君） 塚原義昭議員のご質問に答えさせていただきます。

生ごみのリサイクルについて、２つの観点からでございます。

まず、生ごみのリサイクルの基本方針並びに実態と課題について。そして地域循環型堆肥

化施設の評価と課題についてということでございます。

麻績村におきましては、現在試験的に進めております方法は、当初、これは発足当初でご

ざいますが、生ごみを発酵処理させ、畜ふんと一緒に耕土にまぜて、土壌菌とともに特殊な

発酵をさせて、土の団粒化を促すなどの農作物促進に理想的な土壌をつくっていこうと、こ

ういった狙いで始めたわけでございます。

その後、畜産農家の激減、飼育頭数、こういったものも減少してきたということで、当初

の狙いどおりの事業ができていないというのが現実であるわけであります。

そうした中で、今後について生ごみのリサイクルということは、どうしてもこれは必要な

ことだ、いわゆる大切なことだという受けとめはしておるわけでございます。現実、これを

しなければ燃えるごみ、いわゆる燃焼ごみとして出していかなければならないということに

なるわけでございます。

そして、今申し上げたように、この目的というのは、生ごみという資源を活用して、新た

なものの生産に結びつけていくということと、それから今申し上げた生ごみとして出すこと

によって、ごみの排出量がふえてしまうということで、これを減らしていかなければならな

いというところにあるわけであります。

今、各家庭で実施しております生ごみの処理については、いろんな方法がございます。コ

ンポストの方法、それから最近では電気によるもの、それからさらには流し、シンクの奥に

ついているという、そんなような施設もあるわけでございますが、従前から補助金を交付し
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てきておるということでございます。

しかし、住環境の変化、これに伴いまして、個々では対応できない、いわゆるコンポスト

化等について、そういうことができない家庭も多くなっているということは事実でございま

す。

現在の地域循環型堆肥化施設、これについては、まだ、しばらく機能するということでご

ざいまして、そうはいうわけでございますが、数年後は寿命というようなことが予測される

部品、機械部品もあるということから、現在、今後のあり方について検討を重ねているとい

うことでございます。今年２月に議会の皆様とともに先進市をご視察いただいたというのが、

この一環でございまして、生ごみの処理については多くの方法があるわけでございます。現

在麻績村にとって、どんな方法がよいのか、麻績村のこの環境の中でどんな方法がよいのか、

こういったことが幾つかございますので、また検討していきたいということでございます。

まだ、具体的にどの方向でいくということは決まっておりません。いろいろな研究をしな

がら進めていきたいと思っております。

現在行っております地域循環型堆肥化施設の稼働状況、また、ごみの搬出状況等につきま

しては、振興課長及び住民課長から答弁をさせます。

以上でございます。

○議長（尾岸健史君） 住民課長。

○住民課長（峰田江津子君） それでは、私のほうから現状の生ごみリサイクルの関係等につ

きましてのご報告を申し上げたいと思います。

麻績村及び穂高広域のほうの現状の状況は次のようなものです。生ごみにつきましては、

現在可燃ごみとして収集をされておりますので、生ごみのみの収集量というものは把握して

おりません。ただ、穂高広域では年に何回かごみ量の分析調査をしております。そちらのほ

うを見ますと、生ごみの分析をした結果、いわゆる湿った状態、つまり収集をされてすぐの

状態というふうに申しかえたほうがいいかと思いますけれども、その状態では、いわゆる厨

芥類、生ごみは約48％だそうです。全体の半分近くが生ごみであるということだそうです。

麻績村の場合はどうかといいますと、担当のほうに確認をしましたところ、関係市町村ご

との分析というものは行っていないですけれども、一般的にいろいろな町村とか事業系のも

の等が入っているということから鑑みまして、麻績村は全体量の中で約３割から４割ほど生

ごみが混入されているのではないかというような考え方でした。

平成25年度の麻績村の生ごみの可燃ごみの搬入量ですが、平成25年度については310トン
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というふうになっております。したがいまして、現実には100トンから120トンぐらいの間

で生ごみが混入されているものと思われます。

現在、麻績村及び広域の関係でのごみの収集計画のほうでは、一括して可燃ごみの収集と

いうふうになっておるわけですけれども、穂高広域のほうでの搬入量の計画というものがご

ざいまして、見通しとしましては平成22年度２万9,317トンを起点といたしまして、平成27

年度２万5,772トン、平成32年度２万3,869トンとなるような減量化を計画しております。

現実にはどうかというふうに申し上げますと、当然事業系を含んでおるわけですが、平成

22年度の起点は同じでありますが、平成24年度２万9,898トン、平成25年度２万9,589トン

というぐあいで、わずかですが微増の状態です。

麻績村はどうかといいますと、平成22年度の321トンを起点に、先ほど25年度は310トン

というふうに申し上げましたが、平成24年度が314トン、23年度が319トンといった事業系

まで含めた段階の収集量でございます。したがいまして、麻績村も先ほどの穂高広域の中で

個々の麻績村としての目標値はあるわけですが、微減ではありますが、その目標値にはちょ

っと達しないというのが現状でございます。

可燃ごみの減量化につきましては、当然のことながら、生ごみの自家処理というのは大変

有効な手段だというふうには考えておりますので、麻績村といたしましても、生ごみのほう

につきましては、ごみ減量化・再資源化事業補助金というものを平成４年度に設置いたしま

して、補助を開始しているというのが実態でございます。これが10年たちました平成14年度

のときに一旦全体を把握いたしまして、この当時、生ごみの処理機が108台、それからあと

コンポストが160台ほどございました。

なお、近年では平成22年度から25年度までの補助数、全体で23件これは生ごみコンポス

トも合わせた数ですが、補助をしております。

ただ、これが非常に大きな、私どもの調査のほうではできないものがありまして、それは

何かといいますと、使用後廃棄された物品です。廃棄について特に今の補助要綱の中では廃

棄したときに村のほうへ届けるというような規定はございませんので、実際にはどの程度稼

働しなくなったものがあるかというのが把握し切れていないのが実態でございます。

先ほども申し上げましたように、生ごみの自家処理等については大変可燃ごみを減量化す

るには有効な手段だということで、村としても推進をさせていただいておりますけれども、

どうしても生ごみを処理するということに関しましては、一定の土地の確保が必要であると

いうこと。それからやっぱり処理にそれなりの手数がかかるので、高齢化の世帯に関しまし
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ては、なかなか厳しい問題があるというようなことがございます。

また、それと平成４年度から、もう既に補助制度を設けているため、設置については今後

爆発的にふえるというようなことも望めないということから、今後の極端な減量化について

は、生ごみのみでは見込めないというのが実態でございます。

なお、ちなみに穂高広域施設組合といたしましては、現状を鑑みまして、中間処理の見通

しについては全体計画のほうの見通しを検討している状態でございます。

これが現在の住民課関係の現状でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（尾岸健史君） 振興課長。

○振興課長（飯森 力君） 私のほうからは、地域循環型堆肥化施設の評価と課題の関係につ

きまして、補足をさせていただきます。

現在堆肥化施設におきましては、天王地区を初め、公共施設及び村内の飲食店等の14カ所

より収集を行っております。この収集量につきましては、ほぼ一定化しつつありまして、や

はり各施設とも状況が同じというような状況の中で一定化しつつあります。平均でいきます

堆肥化施設での年間収集量につきましては3,846キロくらいということでございます。です

ので、先ほど穂高広域が31万トンというような部分でございます。比べますとその約10分の

１程度は収集しているのかなと、いうこともございます。

この収集されましたものを一応機械にかける中で、正式ではございませんが、土壌改良剤

として、副産物として出てまいります。その副産物につきましては約２万2,130キロと。収

集量の約60％くらいが土壌改良として使えるようなものということで出てきております。

そんな中で、これを農家のほうに無償配布をさせていただいております。利用の多い方で

は１回に１トン以上というような方もいらっしゃいます。そんな関係で使っていただいて、

現在では結構複数年にわたり使っていただいていて、有効活用がされてきている部分が出て

きております。

しかしながら、本来の土壌改良剤としての商品化には、まだまだ成分の安定化とかいろい

ろな部分でできていないと。それと活用に最適な部分で、先ほど村長からも申し上げました

が、牛ふんの活用が本当は必要なわけでございますが、畜産農業の衰退によりまして、大分

減ってきているという部分で、非常に牛ふんの確保が難しくなってきているというところで

ございます。

そんな中で、設置から10年が経過する中で、老朽化等の心配が出てきております。そんな

中で、一時的に直した部分もございますが、メーカー等の話の中では、一応10年が目安だよ
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という部分はお聞きしております。ただし、現状をしっかり管理している中で、悪いところ

を除けば、もう若干伸びるんではないかということではございますが、実際には扱っている

ものが生ごみという部分で、そこら辺のところは何とも言えない状況だということでござい

ます。

そんな中でございますが、現在利用されている部分が、先ほど申し上げましたが、生産量

が２万2,130キロということの中で、利用量につきましては１万5,300キロということで、

利用率も約70％近くになってきております。そんな中で、その改良剤の部分で70％と申し上

げましたが、残りの30％はやっぱり少しずつたまっていく部分がございます。それも一つの

課題になってきております。

ただし、これは以前には牛ふんの中にまぜる中で、堆肥をお配りした部分もございますが、

今それがなくなってきているということで、そこら辺も課題の一つになってきております。

そして、費用的な部分を見ますと、先ほど塚原議員さんのおっしゃったとおり、540万か

らかかってきているということでございます。こちらのほうもある程度、年間平均はしてご

ざいます。その中を分析していきますと、穂高広域に出せばどのくらいかかるのかという部

分もございます。それでいきますと、通常の、今、穂高広域の可燃物の処理に係る部分だけ

でいきますと、キロ約70円ぐらいかかってまいります。そこら辺のところを掛けていただけ

れば数字的には出てまいります。

そのほか、今申し上げたのは、穂高広域の可燃処理する部分だけでございますので、実は

収集運搬とかそういうことには一切数字は入ってございません。そこら辺を含める中で、今、

麻績村の循環型堆肥化施設の部分でいきますと、それを引いていただく部分で、残りの部分

が多分200万から300万くらい出るかなと思いますけれども、実際には地元消費を大分して

いただいております。穂高広域へ出すと地元消費というのはほとんどゼロになってしまう。

ただし、循環型を使っていただくと地元消費につながっていただいていると。地元の雇用も

若干ではありますが行っている部分、また地元の燃料を使っていただいている部分、そうい

う部分を踏まえると、今後もしだめになって出すと、穂高広域に頼んだとき恐らく540万近

くかかってくるんではないかなと考えております。

というのは、例えば年間３万トンということになると、月で割ると約3,000キロくらいに

なります。となりますと、今現状の穂高広域の搬入の中では、１台ないし２台とか車の台数

もふえてまいります。ですので、今の契約の中ではできていかないという部分もございます

ので、いろいろそういう試算をする中で、現状では多分堆肥化施設の今の現状でいけば、生
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ごみのリサイクル、そして農家の活性化につなげていけるという確信は持っております。た

だ、今後その機械等の関係を今後しっかり精査する中で、今後の計画、また施設整備等の関

係を見るということで、先進地も見ていただいた中で方法等を検討していきたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○５番（塚原義昭君） それでは、再質問させていただきます。

最初に、１点目の項目でございますけれども、それぞれ減量化なりリサイクルというもの

についての村全体では、そういう取り組みをしてきたということでございますが、当村もリ

サイクル率はかなり高いというふうに思っておりますが、それなりに理解をいただいている

というふうに思いますが、穂高広域におきましても、減量化計画を出しているということで

ございますが、当村も22年度から25年度の実態も聞きましたけれども、結果的に総減量化が

できたということですか。それともしっかり目標数値を定めて住民にＰＲして、その結果の

数値ですか、そこら辺はどのように捉えていますか。

○議長（尾岸健史君） 住民課長。

○住民課長（峰田江津子君） 今、ご質問になりましたその減量化の目標値についてのしっか

り周知ができているかというふうに言われますと、やはりそこは足りない部分であろうなと

いうふうに思っています。現実には村として、毎年ごみの減量化等の目標値は定めておりま

すし、その内容につきまして今、村としてどのように広報しているかといいますと、唯一年

度当初に環境美化協力員の会議のときに数値としてお示しをしております。ただ、それが今

現在どの程度、受け取った各委員さん、美化協力員の方々が認識しているか、それが地区へ

行ってどう流れるかということになると、恐らくそこまでの認識というものをわかるように

説明もしていないというのが現状だと思っています。

ですので、資料としてはお出ししているけれども、それが余り役に立っていないというの

が現状ではないかというふうに思っています。これについてはもう一工夫必要なところだと

いうふうに認識しております。

以上です。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○５番（塚原義昭君） わかりました。

それぞれ目標数値を示すということがまず前提にあって、そこでやっぱりどのようにその
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ものを徹底するかというところまでしっかりやらないと、穂高広域組合といいますか、全国

的に可燃ごみの減量化というものに真剣に取り組んでいるというふうに思いますので、それ

がリサイクルに迎えればこれは最高だというふうに考えますが、前段そんなことでお願いを

したいと思います。

それで、生ごみのリサイクル、堆肥化につきましては、個々でやってもらうことが一番費

用もかからなくて、また収集等処理に関する負担もなくて自然に経費削減に直接影響するわ

けで、これが一番理想だろうと、このように考えます。

そんな中で、先ほどそれぞれそういう農地がない方なり高齢者なり、非常に無理があると

いうところもありますが、そんなことを含めながら今後の活動をどのように取り組んでいく

か。または現状は、現状維持が妥当なところか。これ以上ごみはふやさないような努力でと

どめるのか、そこら辺見解がありましたら、お願いしたいというふうに思います。

○議長（尾岸健史君） 住民課長。

○住民課長（峰田江津子君） 全体として、村としての方針としてこれについて深く検討して

いるというものではございませんが、現在の住民課の中の担当としての考え方ですが、その

中では一応、ごみの減量化については、もう少し今の状態の中では細分化をしていけば、し

ていけるものであろうというふうには見ております。現実、可燃ごみの中にプラであるとか

包装容器がないわけではございませんので、そこら辺のところをもう少しご協力を賜れば、

もう少し資源化ができていくものではあるであろうというふうに、担当課の中では話をして

おります。

ただ、先ほども申し上げましたように、高齢者の方々がこれからふえていくときに、その

高齢者の方々に現実にそれをやってくださいというふうに言ってできるものかどうかという

のは、こちらのほうでそのようなことを一方的に考えるのは大変失礼なことなのかもしれま

せんが、やはりなかなか厳しいものであろうとは思っています。

以上です。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○５番（塚原義昭君） 現状を踏まえながら、最高によい方向へぜひご努力いただくよう村民

とともに取り組みをお願いしたいというふうに思います。

それでは、２点目の堆肥化施設について再質問させていただきます。

先ほど村長からもご答弁がありましたとおり、今後どんな方向がよいかということで、検

討を加えるということでございますので、ぜひよい方法を選択していただければというふう
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に思うわけでございますが、先ほど課長からも説明がありましたとおり、土壌改良剤として

の問題もあると、こういうことでございまして、そのことはまさに県内の市町村の設置して

おります施設の課題をちょっと調べてみたわけでございますが、県内では約14カ所の施設化

をしながらリサイクルを図っているということでございます。

そこでの問題をちょっと上げてみますと、収集での水切り、臭気対策等収集方法での工夫

が非常に課題になっていると。それから、先ほど出ました生産した堆肥の使用先の確保が難

しいと、こういうことでございます。これは何かといいますと、私もちょっと調べてみたわ

けでございますが、一般的に生ごみだけの堆肥というものは非常に堆肥としての効果が低い

という、こういうことでございます。したがって、視察先でも花壇とかそういうところを主

体に使っている、または多少家庭菜園とか、その程度のいわゆる一般的に広域的に専業農家

が本格的に使うという堆肥には乏しいと、こんなことかとも思います。そういう理解をして

いるというふうに私は理解しましたので、そのとおりだろうというふうに思います。

そしてもう一つは、先ほども話がありましたけれども、施設整備、運営に非常に多額のコ

ストがかかると、こういうことでございまして、これは全国各地を若干調べてみたわけでご

ざいますが、同じ課題を持っておりまして、そのことによって市町村では堆肥化施設の中止、

試行しながら中止をしたと、こういうケースが幾つもあるわけでございます。そこら辺は当

村としましても、９年を経過しておるわけでございますので、一つの検討課題ではないかと、

このように思っているところでございます。

したがいまして、この大きな課題を抱えながら、当面続けるということにもなるわけでご

ざいますが、これから再投資をして、大きな再投資をしてということについての、それでも

継続していくのかということについての考え方は、どのような考え方でしょうか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） おっしゃられるとおりでございまして、今日まで試行ということでや

ってまいりましたが、最初に申し上げたとおり、最初の狙いとずれましたのは畜ふんが確保

できなくなったと、これが一番大きな原因でございます。こういったことから当初の狙いど

おり進んでいないということでございまして、今後どうしていくかということでございます

が、先ほど来申し上げておりますように、まだ数年間は大きな改修もなく使えるだろうとい

うことでございますから、この数年の間にどういう方向にしていくかということを検討した

いということでございます。

いずれにしましても、今後につきましては、畜ふんについてはもう確保できないという前
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提のものを考えていかなきゃいけないし、それからまた大規模な施設あるいはランニングコ

ストのかかるというものは控えていかなければならないだろうと、こう考えております。

いろいろな手法をその新たな施設を整備するということだけにとどまらず、個々のお宅に

新たな、今出ているいろんな新しい機械等がございます。こういったものの設置の助成をし

ていく方法がいいのか、いろいろ考えて、いろんな手法を考えてこれからやり方を検討して

いくということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○５番（塚原義昭君） 今、村長から答弁いただいたような方法でぜひ検討をお願いしたいと

思います。

費用対効果というようなことを前段で言いましたけれども、一つのものをつくるとか進め

るという中では、そういうのも経営感覚といいますか、どこの市町村もそういうことに対し

ては非常に叫ばれている時代でございまして、私は全部が全部そういうもので判断しろとは

言いませんけれども、中にはお金がかかっても住民サービスに欠かせないものもありますし、

採算性の低いものもありますし、また、施策の優先順位というものがあって、そういうもの

は費用対効果は余り求められないという面もあります。最終的に村民益を考えて方策を決め

ていただければというふうに思っております。

そこで、ちょっと循環型農業という形で取り組んできた、この一環もあろうかと思います

ので、若干質問させていただきたいというふうに思います。

こういう循環型施設が本来ならば村全体の農業面を含めてトータルメリットが出れば、そ

の事業の成果というものは非常によかっただろうと、成果として評価できるだろうと、この

ように思うわけでございます。実態を見ますと、地域循環型農業も叫ばれていますが、現実

的には、この農業によって本格的に産地化が図られているという実態は余り耳にしないわけ

でございまして、当村も地域循環型農業推進検討委員会を設けて検討しているということだ

と思いますが、そこで農業者の現時点のそういう会議等の中で意識、認識というものはどの

ようなものがあるか、ちょっとお聞かせいただきたいと、このように思います。

○議長（尾岸健史君） 振興課長。

○振興課長（飯森 力君） 今、塚原議員さんのおっしゃった循環型の農業の推進協議会の関

係は、堆肥化施設をつくって運営していくときにやっている部分でございます。ここ現在ち

ょっと開かれていないのが現状でございます。そんな中で、以前やった部分では、アンケー

トをとる中でのことを協議したりして、今後これをどのように利用して地域循環型の農業に
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反映していくかということを、いろいろ相談している部分もありましたが、なかなかやはり

先ほど申し上げたとおり、土壌改良剤としての商品化は無理だという部分等あったり、また

その部分での牛ふん等の関係もありまして、なかなか協議が進まなかった部分もございます。

ですので、先ほど申し上げましたが、今の現状ではその協議会もちょっと開かれていない

部分があるということでご理解をお願いしたいと思います。

以上です。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○５番（塚原義昭君） 開かれていないという中では、農業者が循環型農業についての意識も

そう持っていない、というようなことにつながってしまうのかなというふうに思いますが、

そういう意味では、施設運用というものは非常に厳しいというふうに思います。そういう面

もあるだろうというふうに思います。

地域に存在しています家畜ふん尿、食物残渣等の処理で発生しました堆肥で、地域におい

ての農業、畑作なりに利用されまして健全な土壌改良ができれば、その上、化成肥料なり農

薬の適正散布によって生産性を高めるなり、商品性の高い農産物がとれれば、こんな農業が

まさに循環型農業といえるわけで、この農業は非常に理想の高い農業形態ではないかという

ふうに思います。

そして、先ほど触れましたリサイクル、いわゆる堆肥化にしましても、必要性は高くても

非常にハードルの高い事業だと私は考えておりますが、それらを含めまして、最終的に村民

益につながるような一層の検討をお願いしまして、私の質問を終了します。ありがとうござ

いました。

○議長（尾岸健史君） ５番、塚原義昭議員の一般質問が終了しました。

ここで休憩をとります。

再開は午後１時からといたします。

ただいまから休憩に入ります。

休憩 午前１１時４９分

再開 午後 １時００分

○議長（尾岸健史君） 会議を再開します。
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────────────────────────────────────────────

◇ 塚 原 利 彦 君

○議長（尾岸健史君） ３番、塚原利彦議員の一般質問を許可します。

３番、塚原議員。

〔３番 塚原利彦君 登壇〕

○３番（塚原利彦君） ３番、塚原利彦です。

さきに通告いたしました件についてお聞きをいたします。

１点目は、子育て支援策と福祉医療について。２点目は、村営バスについてです。それぞ

れ自席にて質問要旨ごとに一問一答で行いたいと思いますので、よろしくお願いします。

それでは、お願いいたします。

最初に、子育て支援に関連をいたしまして、保育料の負担軽減についてお伺いします。

これにつきましては、園児を持つ、あるいはこれから入園を控える多くの親御さんからの

要望であり、実現が期待されています。平成24年の６月議会でも２名の議員の方から、これ

についての質問が出されています。本年度は若者定住促進事業が本格化し、今後子育て世代

が多く転入されてくると思いますけれども、子育て支援を標榜する麻績村としては、村営住

宅建設というハードの面の実施にあわせて、子育てに係る負担の軽減というソフト面も並行

して進めるべきだと思いますが、この保育料の負担軽減について、村長はどうお考えでしょ

うか、お伺いします。

○議長（尾岸健史君） 答弁を求めます。

高野村長。

〔村長 高野忠房君 登壇〕

○村長（高野忠房君） それでは、ここで答えさせていただきたいと思います。

まずお答えの前に、塚原議員様におかれましては、平素、子育て支援並びに福祉医療等に

つきまして温かいご支援を賜っておりますこと、まず御礼を申し上げさせていただきたいと

思います。

ただいまのご質問でございます。保育料の負担軽減ということでございますが、現在麻績

村におきましては、この子育て支援という中では、いろんな政策を打ち出させていただいて

おるわけでございます。保育園のゼロ歳児の受け入れ、時間外保育等、それからさらに小学
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校におきましては学校教育現場における村費を投じての加配でありますとか、あるいは支援

教室の充実、それから放課後対応、それから更に麻績独自で行っておりますが、おみっこ元

気クラブのような独自な活動、それから医療費の支援、それから出産祝い金あるいは子育て

支援金ということで、３歳の誕生日まで支援金を贈ろうと、こんなようなことをいろんなこ

とを、このほかにもまだ幾つかあるわけでございますが、こういったこともやっておるわけ

でございます。

おっしゃるとおり、これからは若い人たちが住んでいただいて、そしてたくさんの子供を

産んでいただいて、そして、立派な子供に育てていかれるような、そんな麻績村をつくって

いかなければならないということで、今始めておるわけでございます。

具体的に保育料の負担軽減ということにつきましては、麻績村では現在実施しております

各所の子育て支援策全体を見直す中で検討していきたいなと、こう考えておるわけでござい

ます。今現時点におきまして、具体的にどうするということは申し上げませんが、全体を見

ながら検討していきたいなと、こう思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） 私も保護者の皆さんとお話をする中で、隣の筑北村が先ごろ３歳以上

の保育料を無料化したということを必ず言われます。当地区の他の町村でもご存じのように

生坂では通常保育の場合、半額となっておりますし、朝日村では３歳以上は無料ということ

ですけれども、今お聞きをしますと、多数ある子育て支援、そんな中から大事なものをいろ

いろ考えて、それを進めていくということなんですけれども、財源的な部分でやっぱりこの

厳しいということがあるわけでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） 財源的な問題がないということになりますと、うそでありまして、財

源的な問題も十分あるという面でございます。

以上です。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） 先ほど幾つかの子育て支援策をおっしゃっていただきましたが、この

保育料の負担というのは、保護者の皆さんから見ると、かなり要望として私は上位のほうに

入るといいますか、ああいうものだと思うんですけれども、行政のほうでは先ほど幾つか言

われた中で、いろいろ精査しながらということですけれども、やはり後回しになる部分にな

るわけでしょうか、保育料については。
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○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） 最近の例で申し上げますと、これも議会の皆さんからもご提言ござい

ました出産祝い金でありますとか、子育て支援金というようなものを具体化してまいったわ

けでございます。また、今日もこの前の議員さんのほうから新たなご提案等も、子育ての関

係で提案されております。それから、ただいまも提案されておるわけでございまして、この

ことは以前からございましたが、これらについて、それぞれ実態を見ながら検討してまいり

たいと、こう思っておりますが、この保育料につきましては、できるだけ早い機会に検討し

ていきたいなと、こう思っております。

今日のところはこういった答弁でお許しをいただきたいなと、こう思っております。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） 今お答えをいただきましたけれども、２年前の６月の議会のときに、

お二人の議員さんから質問がありまして、そのとき村長の答弁は、筑北村と足並みをそろえ

ていくことを考えていく必要がある、というお答えをされております。

今、検討も必要になるのかなというようなお答えをいただきましたけれども、これは隣村

でそういったことで無料化を始められたというようなことで、できるだけ早目に足並みをそ

ろえるという点では、麻績村も検討してもらいたいと思いますが、その辺についてはまだ今

言われたようにすぐにということではないでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） でございますから、隣村がどうこうということ以前に、村として子育

てをどうしていこうかという方針があるわけでございまして、こうした中で今各種の子育て

事業を行っておるわけでございます。できるだけ早い機会に早い時期に具体的な方向を示し

ていきたいなと、こう思っておりますが、今いろんな関係がございます。例えばただ単純に

保育料の軽減とおっしゃられているわけでございますが、所得制限をどうするとか、それか

らゼロ歳児から現在いるわけでございますが、その辺の対応をどうしていくとか、いろんな

ことがございますので、できるだけ早い機会に具体的な方向で検討していきたいと、こう申

し上げているわけでございますので、ご理解いただきたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） 先ほどハード面とソフト面というようなことをちょっと申し上げたん

ですけれども、ことしから村営の住宅の建設というハードの面がありまして、これのほうに

軸足がかなり重きを置くということになるかと思いますが、やっぱりそういった部分でソフ
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ト面のほうを並行していくということでなくて、やっぱり急がれるという点では、村営住宅

のほうに計画が進んでいますので、そちらということですけれども、それがやっぱりあるも

ので、ソフト面については十分にそれと並行していくというふうにはやっぱりならないとい

う部分があるんでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） そういった意味で言っているわけではございません。

今、やはりこれは常に必要とする経常経費にこれからなっていくわけですね。こういった

制度というのは何年間でやめていきますということにはなりませんので、ある程度の長いス

パンで財政的な裏づけもきちんとしていかなければいけない。それからまた子供の予測とか、

そういったこともしながらやっていくということでありますし、それから支援の内容でござ

いますが、どういった内容がふさわしいのかということも検討しながら、できるだけ早くに

議員さんの希望するようなことは村も考えておりますので、もうしばらく検討させてほしい

と、こういったことでございますので、お願いします。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） 村営住宅が何棟かこれから建設されて、一番は村としての期待として

は、子育てをする世代が入ってきていただくということが一番期待するところだと思います

けれども、そういう皆さんがやっぱり一番期待をしておられること、今の村長のほうからい

ろんな各種の子育て支援策を上げられましたけれども、新しく入られる皆さんには、その辺

について麻績村はどういったことについて力を入れているかとか、また、どういうことを希

望するかというようなことについて、今後は聞き取りをするとか、そういったものに基づい

て施策を打ち出すというようなことも考えておられますか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） 実は今おっしゃられたような住民の皆様のご意向は、ということでご

ざいますが、実は麻績村には次世代育成という計画を、今持っておるわけでございまして、

これらの策定に当たってもいろいろな意見をお聞きしながら、こういった計画に反映させて

いるということでございますし、これのみならず、いろいろな機会を捉えて保護者の皆さん

からご意見等をお聞きする機会もあるということでございます。

こうした中で、現在進めております幾つかの子育て支援の事業というのは、今日新たに生

まれてきているということでございます。保育料についても当然こういったお話も出てきて

おりますから、できるだけ早い機会に具体化するように検討したいなと、こんなことでござ
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いますので、お願いします。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） 検討をされていく方向だということをお聞きしましたけれども、検討

ということですから、どういう方向でということは、これから具体化をしていくということ

だと思うんですが、できれば３歳以上無料とか、そういった方向を皆さん希望していると思

いますけれども、例えば半額とか、それを例えば来年度からやるとか、そういったところま

ではまだやっぱり、方針としては額のこととか制度としては、そういったことはまだ先にな

るということでしょうか。例えば半額だったら早くやりたいとか、そういったことはあるわ

けですか。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） でございますから、そういうことをいろいろ含めてこれから検討をさ

せていただきたいということでございます。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） わかりました。検討されるということですので、そこのところを早目

に、それで多くの子供さんを持つ親御さんたちは、やっぱり村長の決断、方針を期待してい

ますので、ぜひ早いうちにそういった制度をできるように進めていただきたいということを

申し上げて、次に移りたいと思います。

続いては、福祉医療費の関係なんですけれども、福祉医療費の個人負担の軽減ということ

についてお伺いをします。

現在福祉医療費については、県の制度として窓口無料化ができておりませんので、医療機

関や薬局を利用したときに、一旦会計窓口で支払いを行って、二、三カ月後に県で規定をし

ている個人負担金、レセプト代ということですけれども、500円を差し引いて還元をされる

ということで、全国では福祉医療の窓口無料化については、乳幼児については37都府県、障

害者では30都道府県で実施をされているということのようですけれども、長野県ではなって

おりません。レセプト代を差し引いて自動償還方式ですけれども、県でぜひ窓口無料化を実

施をしてもらいたいところですけれども、国のほうで窓口無料化に対しては市町村に対して

ペナルティーとして国保会計に国の補助をしているんですが、それを削減するというような

ことで、本来国が負うべき社会保障を地方自治体が努力をして行っているのに、それに水を

差すような冷酷な姿勢だというふうに思います。

社会保障制度の改悪、それから消費税の増税、生活関連諸費の値上げというようなことで
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家計は大変であります。昨年度の麻績村の状況は年間で福祉医療費の総額は2,270万ぐらい

ですかね、ちょっとはっきり見ていなくていけないんですが、レセプト代ということでのそ

の個人負担額は、この福祉医療費の中でお聞きしたところ545万7,500円というようなこと

で、件数で１万915件ということのようですね。子供さんの多い家庭、それから障害をお持

ちの方なんかは自己負担の合計は相当な額になると思われます。

さきの質問と同様、財源を伴う施策ですけれども、子育てや福祉に関連するこの福祉医療

費の個人負担分の軽減について考えをお聞きしたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） ただいまご質問の福祉医療費の個人負担についてでございますが、こ

の件につきましては、現在県の統一の現行制度、これに沿って実施しておるわけでございま

して、麻績村だけ別の方法で取るという、独自の方法で取るということは現在難しいと考え

ておるわけでございます。

そしてまた、ただいま軽減の考え方等について述べられたわけでございますが、実は我々

もぜひともそんな方向になってほしいということでございまして、子育てに係る福祉医療費

の個人負担の軽減に向けた制度の改正について、村としても関係機関にこれからも要請して

いきたいなと、そのように考えておるわけでございます。

福祉医療費の個人負担の軽減につきまして、ただいまご質問があった点について住民課長

から補足をさせます。

以上です。

○議長（尾岸健史君） 住民課長。

○住民課長（峰田江津子君） それでは、今の福祉医療費の受給者負担金の関係について補足

をさせていただきます。

先ほどご質問にありましたように、福祉医療の制度につきましては、県によって大変それ

ぞれ違いがございます。長野県につきましては、長野県福祉医療費給付事業検討会で審議を

いたしまして、大方針を決めているというのが実態でございます。この受給者負担金につき

ましては、どのようになっているかと申しますと、長野県福祉医療費給付事業検討会で、福

祉サービスの受益と負担の関係を明確にし、ともに制度を支え合う必要があることを受給者

に自覚してもらうため、医療費助成額を含む福祉医療制度運営に要する事業費の一部につい

ては、受給者の負担とすることが適当であるというふうにされております。

平成21年１月に将来にわたり持続可能な制度としての県民福祉の向上に寄与するために受
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給者の負担について、無理のない範囲の額として１レセプト、いわゆる受診した１医療機関

というふうに言いかえてもよろしいかと思いますが１レセプトごとに500円と定めるという

ふうにされております。

これにつきましては、やっぱり市町村によってさまざまな考え方がありまして、現状長野

県下で１村だけですが、受給者負担金を取らないという村があることは私どもも承知してお

ります。それとあと、南信を中心にですが、幾つかの町村のほうで300円というふうにされ

ているということも承知はしております。

麻績村ではどのように今考えているかということを申し上げますと、福祉医療制度自体は

子育て部分のみではなくて、やはり先ほど県のほうから示されたとおり、総合的な福祉の向

上を目的とした非常に大切な制度であるというふうに思っています。したがいまして、何て

いうんですかね、制度そのものとして、つまり受給範囲につきましては、例えば麻績村でい

うならば、子供に関係しましたこの制度につきましては、長野県の今の基準というのは、小

学校３年までの入院と小学校就学前までの通院というふうに定められているところを、麻績

村のほうは、かなりの村長の施策的な考えで、範囲を広くしておるというのが現状でござい

ます。

ただし、個人負担金につきましては、制度の運営に関する方針ということで、いわゆる一

般的な施策の部分ではないというふうに考えております。

ですので、制度を長く維持するためには、この部分については現在のところは麻績村とし

ては長野県の方針に従いたいというふうに考えております。ただ、先ほど村長が申しました

ように、この長野県の制度設計自体にさまざまなところからいろいろな意見が今上がってい

る最中ですので、今後制度設計に関しまして長野県のほうで制度改正が行われる可能性は極

めて高いというふうに考えております。

以上です。よろしくお願いいたします。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） 今ご説明をいただきまして、私も調べて少しわかっている部分もある

んですけれども、諏訪の原村では自動償還方式ではないんですけれども、独自に領収書を持

っていけば無料にするという制度でやっているようなんですが、南信方面の自治体は幾つか

300円でやっているということで、今お聞きするとこれは制度的なもので受給者の負担とい

うことであれなんですが、300円でやっているというところは200円分を補助をしていると

いうことになるのかと思うんですが、先ほどの考え方のことは今お聞きをしましたので、制
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度としてやっていることだから補助の対象とか、そういったこととは別というふうに受けと

めたんですが、例えばこれは今いろいろな制度のことで問題があって、県のほうでもっとい

い方向にというようなことを村のほうでも期待しているという話があったんですけれども、

例えば500円がこれまた上がるというような場合といいますか、そういったことはあるんで

すか、ケースとして考えられるということなんでしょうかね。

○議長（尾岸健史君） 住民課長。

○住民課長（峰田江津子君） 現在の方向としては、現在上がるというような感触は持ってお

りません。実は今回もこれに関しまして、県の担当のほうにも確認をしてみたんですが、ど

ちらかといえば、今さまざまなところからご意見があるのは、どちらかというと軽減の方向

に、個人負担的なものは軽減の方向にもっていきたいという考えであるように思われました。

ただ、今のところまだ県のほうからはっきりとした方針が出ているわけではありませんので、

これにつきましては、まだ確定的なものではございません。よろしくお願いいたします。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） もし例えば500円が700円とか、そういうふうに上がっていくような、

それはわからないことなんですけれども、これは県の制度だからといって、もう自動的に上

がったら上がった分で負担を差し引くということでなくて、やはりアップした分はやっぱり

これは個人の負担になるわけですから、ちょっと私のこれは見方というか、それがちょっと

違うのかもしれませんが、もしそういった指示が県のほうから来まして、アップになったと

いうようなときに、最初から例えば予算を組むときに、それはもうそういうものとして予算

を計上するというようなふうにしないで、今までどおりの額で予算を組むというようなこと

にして、そのアップした分は村で負担するなり何なりというような、そういう基本的な考え

のところをそういうふうにもっていってもらえるものなのか、もう変わってしまえば、それ

はもう個人負担で、もういや応なしにそれになるということではないかと思うんですが、そ

の辺はどうでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 住民課長。

○住民課長（峰田江津子君） これは自動的になるものではございません。先ほど申し上げま

したように、無料の村があり、300円の市町村があるということは、制度的にできないこと

ではないわけです。ですので、例えば500円が700円になった場合に、そこで自動的に700円

にするわけではなく、当然庁内での合意が必要ですし、最終的にさまざまなところからの検

討、いわゆる村としての検討は必要になるものと思われますので、自動的に上がるというこ
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とではございません。

以上です。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） 説明をお聞きして、私ももう少しその辺をしっかり調べればよかった

んですが、ちょっと制度も余り詳しくわかっておりませんので、今言われたことについては

よくわかりましたので、ただ金額的に見てこれは500円とはいっても、何度もお医者さんに

行ったり、それから子供さんを持つご家庭でも、この前ちょっと見ましたら、県議会の質問

の様子のところに載っていまして、それを見ましたら、１人当たり子供さんの場合、4,198

円と書いてあったかな。２人、３人となるとその２倍、３倍になると。障害者の方なんかは

やっぱり回数が多かったりということがありますので、9,000円近くにもなるケースがある

ということで、かなり高額だということでやっぱり負担がどうしてもレセプト代で500円で

はありますけれども、結構年額にしてみるとかなりの額になったりしているということで、

ちょっと今回これについて取り上げて質問をさせてもらいましたけれども、いずれにしても、

私としては本来、福祉医療というようなことだものですから、できるだけ行政としては先ほ

ど言いましたように、レセプトの分が300円でやっている自治体を、できれば同様な対応と

いいますか、施策として本当は導入をしてもらいたいという気持ちがありまして、今質問さ

せてもらいましたが、いずれにしても、本来国がやるべきことで、子供さんの医療費なんて

いうのは窓口無料化であるのが当然で、それに対してペナルティーを課すなんていうこと自

体、非常に冷たいといいますか、そういうふうに思うわけですけれども、いずれにしても、

またいろいろ制度的に変わる部分につきましては、またお知らせをいただいたり、できれば

県のほうでも本来の窓口無料化、群馬県なんかでもなっていますけれども、そういった方向

になっていただきたいというふうに思っておりますので、村としてもそういった部分で何か

努力といいますか、声を上げられる部分がありましたらお願いをしたいと思っております。

それでは続きまして、村営バスの関係についてお伺いをしたいと思います。

これにつきましては、昨年12月の定例会で私も質問をさせていただきましたけれども、内

容は安全確保と運行面の改善ということでしたけれども、ご回答いただいた最後に、年度が

かわったら委員会なんかを開催して、早期に開催して、その改善要望への検討を行うという

ことでしたけれども、今の段階ではその委員会といいますか、まだ未開催のようですけれど

も、その委員会の詳細について私は十分理解しておりませんので、お聞きをしたいんですけ

れども、開催をする時期ですとか、それから会議の内容、それからその委員会を構成するメ
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ンバーとか、ちょっと詳しくそれをお聞きしたいと思います。

○議長（尾岸健史君） 総務課長。

○総務課長（柳原俊文君） それでは、お答えさせていただきたいと思います。

村営バスの運営委員会の関係につきまして説明させていただきたいと思います。

運営委員会につきましては、先般の塚原議員さんの12月の一般質問ということで、委員会

の開催時期ということでお答えしてございます。これにつきましては、今月６月に運営委員

会のほうを開催するというふうになっております。

メンバーにつきましては、各事業所といいますか、そちらのほうの長をお願いしたり、そ

れから各路線の関係区から何人かの区長さんを選出させていただいて、委員になっていただ

くということで、合計11名で構成されております。

内容につきましては、現在までの定時路線、それから循環バスの実績を踏まえた中で、今

後どうしていくかというような内容、それから各地区から要望等が上がってきている関係に

つきまして、現在の路線の中で変更できるものがあるかどうかというような検討等を行って

いくということになります。

以上でございます。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） 昨年質問をさせていただいたときに、平成23年の秋に改善をした運行

計画を定着をさせていく時期であるということで回答がありまして、その平成23年秋の改定

をしたときの会議の内容や決定事項については詳しく知りませんので、ちょっとお聞きをし

たいんですけれども、その23年に会議を持たれたときに、１つ目は住民や利用者の方の意見

や要望をどのようにして汲み上げて会議に反映されたのか、アンケートとか地域懇談会とか

そういった形なんでしょうか。

それから２つ目は、このとき新しくなったバス運行について、一定期間経過した後に住民

や利用者の声を聞いたり、その成果や結果を分析、確認というようなことをされましたでし

ょうか、この２点についてお聞きしたいです。

○議長（尾岸健史君） 総務課長。

○総務課長（柳原俊文君） 23年のときにおきましては、保育園、小学校、中学校等教育関係

者、それから村内のバス、お買い物バス等の運営をしておりますＪＡさん、それから福祉バ

スを運行していますという関係で住民課の関係、それから委託しております社協の関係、そ

れから老人クラブの代表、それから学識経験者等15名によりまして、６回にわたり検討させ
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ていただいたという経緯がございます。

それをもちまして、定時定路線の運行ではなかなかうまくいかないということの中で、地

域循環型の運行という案を出しまして、その路線を３路線、週２回、２往復の運行をしてお

るという形態にかえていったというような経緯でございます。現在その路線を継続する中で、

一部ですけれども、夕方４時から７時までの間にどうしても路線の中で運行していただきた

いという中学生等の帰宅にあわせた形の要望等がございました関係で、５時台に路線を１本

追加するとかというようなことで、変更等、改善を加えながら運行をしておるというような

状況になっております。

以上でございます。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） ちょっと２つ目ということでお聞きした、その路線を新しくしたり、

運行を変えた後に、それがどうだったのかと、住民の皆さんや利用者の皆さんから見てどう

だったのかというようなことのその成果だとか結果というものについて、確認はされたり、

そういったことを把握するということについては、方法としては特にどんなこともやらなか

ったということですかね。それとも運転手さんなりから、そういったことも聞かれていると

いうようなことなんでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 総務課長。

○総務課長（柳原俊文君） この件につきましては、それぞれ運転手、それから地元といいま

すか、その路線が走っております地元の区長さんを通じた形のご意見等を吸い上げた形で検

討しているというような状況になっています。それをもちまして、今回の運営委員会等で検

討していくというふうにする方法でやっていこうというふうに考えております。

ただ、現在のところ利用者数を見ますと、23年度から始めましたこの路線でございますけ

れども、最初に始めた当初は少なかったんですが、徐々に増えてはきたんですが、またこの

25年度の実績からいいますと、前年度から７％ほど落ち込んでおるというような状況になっ

ておるということでございます。

したがって、一時期は増えたんだけれども、また漸減しているのかなというような状況が

見えるということもありまして、現状等を踏まえた中で、今回の運営委員会のほうで検討し

たいというふうに考えております。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） 今の点、特に改定をされた後の運行に伴う成果とか結果、それから村
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民の皆さんの声というのの把握はもっと意識的に関心を持ってという言い方はないんですが、

意識的にやるべきではないかという感じがします。現在は定着期だというふうに12月のとき

にご回答がありましたけれども、23年のときに改定してから２年半以上経過をしているとい

うことですかね。十分時間は経過しているはずなのに、いまだに改善要望が根強いというよ

うなことで、地域循環バスでは本当に利用しない人は本当に利用しないし、バスが要らない

わけじゃなくて、利用しやすくなれば乗りたいという方は、高齢者の方には多いということ

です。もちろん逆に便利になったという声も当然あります。

そこでお聞きをしたいんですが、現在のバスの運行、これは定着をしていく、定着を目指

すんだと、それが一番、今村民に定着されることが大事だというご答弁が12月にあったわけ

ですけれども、それが定着すれば利用者もふえ、それから村民の満足感も高まるということ

で、見ておられるわけでしょうかね。

○議長（尾岸健史君） 総務課長。

○総務課長（柳原俊文君） 12月に答弁しましたとおり、定着期間にあるということで、１年、

２年、３年ではとてもじゃないけれども、その定着していくというような意見にはならない

かなというふうに私どもは判断しております。最低でも３年くらいは様子を見たほうがいい

んじゃないかということの中で、今までその路線等について、本数は若干増やした等ござい

ますけれども、特に変更等はまだこれからやっていくというような段階ではないかなという

ふうに考えております。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） 今、定着ということに関連してお聞きをしているわけですけれども、

今度開かれるその運営委員会が、定着をさせていくことで安定して、乗客の皆さんも増えて

いくというか、そういったことならば、特に定着だけを目的に会議をやればいいわけですが、

そういうことじゃなくて、路線についてもう一回見直しをするとか、今のものを基本に、ど

れだけ大勢の皆さんが利用してもらうような路線に検討するかというようなことを、しっか

りと会議でもやっぱり練っていただくことが必要じゃないかというふうに思うわけですけれ

ども。もう一つお聞きしたい点は、改善についての住民の皆さんの不便な部分を便利にする

といいますか、そういった部分ともう一つ、効率という点です。効率がいいか悪いかという

点で、現在のバスの運行状況の中で無駄とか不効率な面というものが、どんな点があるかと

か、そういうものは余りないのかとか、そういったところの認識は行政としてはどんなふう

に見ておられますか。
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○議長（尾岸健史君） 総務課長。

○総務課長（柳原俊文君） 効率、不効率ということを考えれば、循環バスを運行した段階で、

そこは一切考えないといいますか、要は効率的なことを考えれば、この循環バスを導入する

こと自体が最初から考えないというふうに私どもは認識しまして、そこはですから考えずに、

効率的なものということではなくて、むしろ福祉の向上のために循環バスを増やしたという

ふうに考えております。

したがって、効率的だ、不効率だということは一切ちょっと念頭からは除いた形で、今回

循環バスというものを運行させているというふうにお考えいただければと思います。

○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） 私の今のお聞きした部分は、不効率ということの意味がちょっと違い

まして、私も運転手さんや利用者の方からお話をお聞きしましたけれども、曜日によっては、

同じ方向へ複数のバスが走るようなときもあるということと、それから余り利用されていな

いところ、乗る方が全然いないバス停もあったりとかというようなことは聞いていますけれ

ども、例えば循環バスで聖高原まで行くんですけれども、これは定時定路線のほうをもう少

しうまくならないかとか、そういった不便というか、不効率ということが逆に乗る人を少な

くしている部分といいますかね、あるいはほかのほうへ一本向けないのに、例えば聖高原の

ほうへ循環バスが行く分を途中でカットすれば、中学生の帰りのものに対応できるとか、そ

ういうようなことが可能性としてあるのかどうかとか、そういった部分で効率という部分を

今お聞きをしたわけなんですけれども、運転手さんとか乗客、特に運転手さんですけれども、

やっぱりそういうのは一番見ていますので、ここはこうしたほうがいいんじゃないかなとい

うような意見といいますか、考えといいますか、そういったものは持っていらっしゃるとい

うことは私も聞いてわかりましたけれども、この運営委員会について先ほど構成するメンバ

ーの皆さんのことを聞いたんですが、実際にこの運行しているバスの運転手さんが構成員に

なるということができるのか、あるいは検討に加わっていただく協力員みたいな、協力者と

いいますか、そういった形で実際に運行している運転手さんが一番その状況等がわかるもの

ですから、そういう形で運営委員会等を持っていくというようなことはないんでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 総務課長。

○総務課長（柳原俊文君） 議員さんのおっしゃられることはよくわかります。ただ、運転手

等の意見につきましては、こちらのほうの担当が吸い上げて、この運営審議会のほうに出す

という形をとらせていただいておるということで、ご理解いただければと思います。
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○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） いずれにしましても、６月に委員会が開催されるということですので、

制度を23年の秋に変えてから現在までの中で定着というようなことは今言われていますけれ

ども、やっぱりもっと大勢の方に利用いただくように、例えば本当に一回も誰も乗らないよ

うなバス停もあるというようなこともちょっとお聞きをしていますので、そういったところ

は何かほかに方法がないのかとか、そういった部分でもっともっと大勢の方がこういうふう

になれば乗ってもいいというものを追求してもらうようなことも考えて、よりよい形になる

ように委員会で議論をしていただきたいということをお願いをしたいと思います。

いろいろと質問させていただきましたが、私のほうでは以上で終了させていただきます。

○議長（尾岸健史君） 高野村長。

○村長（高野忠房君） 私のほうから少し加えさせていただきたいことがございますが、議員

さんおっしゃるとおり、この村営バス、もっと大勢の皆さんにご利用いただけるという形を

とれということでございまして、全くそのとおりだと、こう思っております。

実はこのバスが今日の形になった経緯につきましては、ご承知だろうかと思いますけれど

も、以前は路線バスのみということであったわけでございますが、余りにも利用者数が少な

いという現状から、実質的に乗っていただくにはどうするかということで、長く検討した結

果、今のような形態ができてきたと。すなわち、朝夕は路線を主として走って、通勤の皆さ

ん、いわゆる大人の皆さん、通勤の皆さん等にご利用いただく。そして昼間はできるだけ細

かく回って地域のお年寄りの皆さん、足のない方のために走ろうではないかというのが基本

的な考え方です。ただ、余りにも細かく回るので、毎日は周り切れない。よって、週２日回

ってできるだけ細かく回ってやっていこうという、こういった考え方でございます。

そして、定着という言葉には誤解もあったかと思いますが、いわゆるこういった形態が今

バス運行というものが大変厳しい状況になっておりまして、廃止をしていくというような自

治体もあるわけでございますが、廃止という形ではなくて、こういった形が定着することに

よって、お年寄りの皆さんが安心できると、そんなバス運行をしていこうというのが考え方

であります。

でございますから、今までは１年を通じていろいろなご意見がある、不満もございます。

そういったもの、どんなことでも結構でございますから、お寄せいただいた、そういったも

のを全て一覧にして、それから検討委員会に上げて、その中で改善できるもの、改善できな

いもの等を今日まで検討して、少しずつ改善してきたということでございます。
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決して村は今の形だけにこだわっているわけではございません。当然以前申し上げており

ますように、もう人の乗らなくなったバス停は廃止にして、新たなニーズのあるところにバ

ス停を置くというようなことも当然考えなきゃいけないということで、今日までそういった

こともやっておるわけでございます。

ぜひとも議員におかれましても、いろいろなお気づきの点がございましたら、ぜひともお

寄せいただければ、次回の、毎年これはやっておるわけでありますから、そういったところ

に出して、できるだけ改善できるような方向で検討していきたいと思いますので、何とぞよ

ろしくお願いしたいと思います。

村といたしましても、このバス路線、大変経営的には厳しいわけでございますが、やはり

高齢者の福祉等を考えますと、定着をしていきたいと、こう考えておりますので、これから

もご支援賜りますようお願いしたいと思います。

以上でございます。

○議長（尾岸健史君） ３番、塚原利彦議員の一般質問が終了しました。

以上で、通告されました議員５名全員の一般質問が終了しました。

────────────────────────────────────────────

◎委員長報告

○議長（尾岸健史君） 日程第２、委員長報告を議題とします。

総務経済委員会に付託しました審査の結果について、報告を求めます。

峰田昶総務経済委員長。

〔総務経済委員長 峰田 昶君 登壇〕

○６番（峰田 昶君） 総務経済委員会に付託されました陳情１件、請願３件の審査した結果

を報告いたします。

審査した結果は、請願・陳情・要請等審査結果報告書のとおりであります。

第26－９号 「集団的自衛権の行使は憲法上ゆるされない」とする政府見解の堅持を求め

る陳情については、継続して審査することに決定いたしました。

政府は今まで集団的自衛権の行使に関し、「容認されている自衛権の行使は、我が国を防

衛するため、必要最小限度の範囲にとどまるべきとされ、その範囲を超えるものであっては

ならない」と憲法解釈をしてきました。そして、集団的自衛権については、「国際法上保有
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しているが、行使できない」というのが政府の解釈でありました。しかし、昨今の我が国を

取り巻く状況を見ますと、独立国家である以上、国際法的に見て、個別的自衛権も集団的自

衛権も持っているという立場上、国際的な貢献や平和への貢献も要求されます。その要求に

対応するため、国民的な議論が尽くされておらず、議論をもっと深めるべきとして、当委員

会では結論が出ず、継続して審議するものと決定しました。あわせて継続審査申出書を提出

するものであります。

次に、継続審査としておりました第25－13号 集団的自衛権に関する憲法解釈を変更する

ことに反対する請願については、再度継続審査することに決定しました。

憲法は国の最高法規であり、普遍的で崇高な価値を有しており、政権がかわるたびに解釈

が変えられるようでは法治国家の根底が揺らぐおそれがあります。憲法及び憲法の解釈につ

いてはまだまだ議論が尽くされておらず、熟議をする必要があると考えています。国際社会

の一員であるという自負とともに、議論をもっと深めるべきとして、当委員会では結論が出

ず、継続して審議するものと決定しました。あわせて継続審査申出書を提出するものです。

次に、同じく継続審査としておりました第26－４号 特定秘密保護法の廃止を求める請願

書、並びに第26－５号 「特定秘密保護法」の廃止を求める請願については、再度継続審査

することに決定しました。

この法律が成立して約半年が過ぎますが、運用をチェックする国会の監視機関をめぐる議

論が本格化してきています。国民と国の安全の確保を目的とした機密情報を守る法律は必要

とも考えられますが、その内容と運用の適正化について国民的議論を深めることがさらに必

要であり、当委員会では結論を急いではならないと判断し、継続審査とすることに決定しま

した。あわせて継続審査申出書を提出するものです。

以上、総務経済委員会に付託されました陳情１件、請願３件の審査報告といたします。

よろしくお願いいたします。

○議長（尾岸健史君） 第26－９号 「集団的自衛権の行使は憲法上ゆるされない」とする政

府見解の堅持を求める陳情について採決いたします。

ただいまの総務経済委員長の報告によると、第26－９号の陳情については継続審査とし、

閉会中の継続審査申出書が提出されております。

委員長の報告のとおり、第26－９号の陳情については、継続することにご異議ございませ

んか。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕
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○議長（尾岸健史君） 塚原議員。

○３番（塚原利彦君） 私はこの陳情を継続審議とすることには反対であり、直ちに意見書を

提出すべきであるとの立場から意見を申し上げたいと思います。

その理由は、３月の議会開催時には集団的自衛権について現在ほど国民的な議論の高まり

や内容の詳細や目的がはっきりしませんでした。５月の安保法制懇の答申を受けての政府の

説明は、全て現実として想定でき得ないものと軍事専門家も言っています。北東アジア周辺

の日本への脅威は、以前から認められている個別的自衛権の問題であり、真の目的は米国の

要請に沿って自衛隊が多国籍軍に加わり海外の紛争地帯に集団的自衛権行使の名目で赴くこ

とにあり、過去にＮＡＴＯ加盟諸国がまさに同じに集団的自衛権としてイラク等に派兵して、

多数の戦死者を出したことと同じ道を歩むのは明白です。

憲法が禁じている歯どめを外すまさにアリの一穴から、事態はどんどん拡大される危険は

過去の歴史が示しています。本当に自衛隊を軍隊として海外に派兵するというなら、憲法改

正を国民に提案し、国会審議や国民投票を経て行うべきで、これでは立憲主義や議会制民主

主義はないに等しいといえます。

一内閣の解釈で国の根本が180度ひっくり返るという戦後の歴史上なかったことが今行わ

れようとしています。

隣の筑北村では３月議会で集団的自衛権行使容認反対の意見書を提出しました。麻績村議

会でもぜひこの陳情書の趣旨を受け入れ、意見書の提出をするべきだと思います。

以上で私の討論を終わります。

○議長（尾岸健史君） ただいま、３番、塚原利彦議員より、継続審査とするのではなく、採

択することを希望する旨の発言が出されましたので、これから討論を行います。

継続審査することに賛成討論を求めます。ありませんか。

〔発言する者なし〕

○議長（尾岸健史君） 討論なしと認めます。

これから第26－９号 「集団的自衛権の行使は憲法上ゆるされない」とする政府見解の堅

持を求める陳情を採決します。

この採決は起立によって行います。

この陳情に対する委員長報告は、閉会中の継続審査です。

第26－９号を継続審査とすることに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○議長（尾岸健史君） 起立多数です。

したがって、第26－９号の陳情は、閉会中の継続審査することに決定しました。

次に、継続審査となっておりました第25－13号 集団的自衛権に関する憲法解釈を変更す

ることに反対する請願について採決します。

ただいまの総務経済委員長の報告によると、第25－13号の請願については、継続審査とし、

閉会中の継続審査申出書が提出されております。

委員長の報告のとおり第25－13号の請願については、継続審査とすることにご異議ござい

ませんか。

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕

○議長（尾岸健史君） ３番、塚原利彦議員。

○３番（塚原利彦君） 先ほどの受理番号26－９と内容が同じでありまして、私は反対の立場

からこの集団的自衛権に関する憲法解釈を変えることに反対する請願を採択し、意見書を提

出することを求めたいと思います。理由は先ほどと同じであります。

以上です。

○議長（尾岸健史君） ただいま、３番、塚原利彦議員より、継続審査とするのではなく、採

択することを希望する旨の発言が出されましたので、これから討論を行います。

継続審査することに賛成討論はありませんか。

○議長（尾岸健史君） 坂口和子議員。

○７番（坂口和子君） ７番、坂口です。

この継続審査というのが今までの成り行きからいうと、自然に２回継続でいくと消滅して

いるというのが今までの事例でございます。継続審査は私も必要だと思います。特に議員の

間でも、それから今の国の方針も、もっともっと見ていかなくてはいけない部分があると思

いますので、この継続審査と決定する以上は、その機会をどのような形で持っていくかを検

討すべきだと思います。意見です。

○議長（尾岸健史君） ほかにございますか。

〔発言する者なし〕

○議長（尾岸健史君） それでは、これから第25－13号 集団的自衛権に関する憲法解釈を変

更することに反対する請願を採決します。

この採決は起立によって行います。

この請願に対する委員長報告は、閉会中の継続審査です。



－81－

第25－13号を継続審査することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（尾岸健史君） 起立多数です。

したがって、第25－13号の陳情は、閉会中の継続審査することに決定しました。

次に、同じく継続審査となっておりました第26－４号、第26－５号 特定秘密保護法の廃

止を求める請願について採決します。

ただいまの総務経済委員長の報告によると、第26－４号、第26－５号の請願については、

継続審査とし、閉会中の継続審査申出書が提出されております。

委員長の報告のとおり第26－４号、第26－５号の請願については、継続審査とすることに

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（尾岸健史君） 異議なしと認めます。

したがって、第26－４号、第26－５号の請願については、継続審査とすることに決定しま

した。

────────────────────────────────────────────

◎散会の宣告

○議長（尾岸健史君） 本日予定されました議事日程は全て終了いたしました。

以上で平成26年第２回麻績村議会定例会第２日目を終了し、本日はこれで散会とします。

この後、すぐ事務連絡がありますので、議員控室に参集願います。

ご苦労さまでした。

散会 午後 １時５８分
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平成２６年第２回麻績村議会定例会 （第３日）

議 事 日 程（第３号）

平成２６年６月１０日（火）午後１時３０分開議

開議の宣告

議事日程の説明

日程第 １ 議案第１号 村税条例の一部を改正する条例について

日程第 ２ 議案第２号 麻績村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について

日程第 ３ 議案第３号 字の区域変更について

日程第 ４ 議案第４号 平成２６年度麻績村一般会計補正予算（第２号）

日程第 ５ 議案第５号 平成２６年度麻績村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第 ６ 議案第６号 消防ポンプ自動車購入契約について

日程第 ７ 発議第１号 特殊詐欺被害を抑止し、村民の安全と安心を確保する決議について

日程第 ８ 発議第２号 議会議員の派遣について

日程第 ９ 閉会中の継続審査の申し出について

────────────────────────────────────────────

出席議員（７名）

１番 小 山 福 績 君 ３番 塚 原 利 彦 君

４番 宮 下 仁 雄 君 ５番 塚 原 義 昭 君

６番 峰 田 昶 君 ７番 坂 口 和 子 君

８番 尾 岸 健 史 君

欠席議員（なし）

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（９名）

村 長 高 野 忠 房 君 副 村 長 市 川 浩 史 君

教 育 長 塚 原 勝 幸 君 村づくり推進
課 長

宮 下 利 秀 君
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事務局職員出席者

総 務 課 長 柳 原 俊 文 君 振 興 課 長 飯 森 力 君

住 民 課 長 峰 田 江津子 君 観 光 課 長 宮 下 和 樹 君

教 育 次 長 森 山 正 一 君

議会事務局長 臼 井 孝 夫 書 記 岩 淵 美 奈
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開議 午後 １時３０分

◎開議の宣告

○議長（尾岸健史君） 皆さん、こんにちは。

定刻となりました。

ただいまの出席議員、７名全員です。定足数に達していますので、平成26年第２回麻績村

議会定例会第３日目を開会いたします。

これより本日の会議を開きます。

なお、報道関係者より撮影並びに議会傍聴の申し出がありましたので、これを許可します。

────────────────────────────────────────────

◎議事日程の説明

○議長（尾岸健史君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

事務局長より、本日の議事日程等について説明願います。

事務局長。

〔事務局長説明〕

────────────────────────────────────────────

◎議案第１号の質疑、討論、採決

○議長（尾岸健史君） 日程第１、議案第１号 村税条例の一部を改正する条例についてを議

題といたします。

それでは、質疑に入ります。

議案第１号について質疑のある方の発言を求めます。

ございませんか。

〔発言する者なし〕

○議長（尾岸健史君） それでは、議案第１号について質疑を打ち切り、討論を省略し、採決

することにご異議ございませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（尾岸健史君） 異議なしと認めます。

原案に賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（尾岸健史君） 全員挙手。

よって、全員賛成と認め、議案第１号は原案どおり可決いたしました。

────────────────────────────────────────────

◎議案第２号の質疑、討論、採決

○議長（尾岸健史君） 日程第２、議案第２号 麻績村消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例についてを議題とします。

それでは、質疑に入ります。

議案第２号について質疑のある方の発言を求めます。

〔発言する者なし〕

○議長（尾岸健史君） ないようですので、議案第２号について質疑を打ち切り、討論を省略

し、採決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（尾岸健史君） 異議なしと認めます。

原案に賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（尾岸健史君） 全員挙手。

よって、全員賛成と認め、議案第２号は原案どおり可決いたしました。

────────────────────────────────────────────

◎議案第３号の質疑、討論、採決

○議長（尾岸健史君） 日程第３、議案第３号 字の区域変更についてを議題とします。

質疑に入ります。

議案第３号について質疑のある方の発言を求めます。
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ございませんか。

〔発言する者なし〕

○議長（尾岸健史君） ないようですので、議案第３号について質疑を打ち切り、討論を省略

し、採決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（尾岸健史君） 異議なしと認めます。

原案に賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（尾岸健史君） 全員挙手。

よって、全員賛成と認め、議案第３号は原案どおり可決いたしました。

────────────────────────────────────────────

◎議案第４号の質疑、討論、採決

○議長（尾岸健史君） 日程第４、議案第４号 平成26年度麻績村一般会計補正予算（第２

号）を議題とします。

質疑に入ります。

議案第４号について質疑のある方の発言を求めます。

坂口議員。

○７番（坂口和子君） 坂口です。

歳出のほうの19ページ、教育委員会の関係の５番の放課後子どもプランのところで、プレ

ールームをそちらへ移した、学舎のほうへ移したということで予算化されておりますけれど

も、直接この予算とは関係ないのですけれども、今その学舎のほうの施錠管理はどんなふう

になっているでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 答弁を求めます。

教育長。

○教育長（塚原勝幸君） 現在におきましては、夜の会議等については使用回数が少ないとい

うことで、職員が施錠してございます。それと同時に、日常の施錠につきましては地域協力

隊の皆さん方に、開けて閉めてという形は、あそこで常駐しておりますので、お願いをして

施錠していただいているというのが実情でございます。
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以上でございます。

○議長（尾岸健史君） 坂口議員。

○７番（坂口和子君） 今の答弁の中にありました、利用者が少ないということに関してです

けれども、学舎の利用についてのオープンというか、そういうことではどのように公開され

ているでしょうか。

○議長（尾岸健史君） 教育長。

○教育長（塚原勝幸君） 今の麻績の学舎につきましては、いろいろな部分で今後、今年度、

活用がいろいろ申し込みがあったりとか、また展示会をやったりとか、いろいろな活用がご

ざいますし、また今後コンサートを開いたりとか、いろいろと活用の申し込みもございます。

実際的には、あの建物の活用というような形の中におきましては、より多くの村民から活用

いただければと思うところでございます。

実際的に施錠管理については、今後、そういった中で委託するかどうかについては検討し

ていくというような状況でございますけれども、現在のところはそういう形でおおむね地域

おこし協力隊の皆さん方にお願いをしているというところでございますので、よろしくお願

いしたいと思います。

○議長（尾岸健史君） ほかにございませんか。

〔発言する者なし〕

○議長（尾岸健史君） ないようですので、議案第４号について質疑を打ち切り、討論を省略

し、採決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（尾岸健史君） 異議なしと認めます。

原案に賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（尾岸健史君） 全員挙手。

よって、全員賛成と認め、議案第４号は原案どおり可決いたしました。

────────────────────────────────────────────

◎議案第５号の質疑、討論、採決

○議長（尾岸健史君） 日程第５、議案第５号 平成26年度麻績村国民健康保険特別会計補正
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予算（第１号）を議題とします。

質疑に入ります。

議案第５号について質疑のある方の発言を求めます。

ございませんか。

〔発言する者なし〕

○議長（尾岸健史君） ないようですので、議案第５号について質疑を打ち切り、討論を省略

し、採決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（尾岸健史君） 異議なしと認めます。

原案に賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（尾岸健史君） 全員挙手。

よって、全員賛成と認め、議案第５号は原案どおり可決いたしました。

────────────────────────────────────────────

◎議案第６号の質疑、討論、採決

○議長（尾岸健史君） 日程第６、議案第６号 消防ポンプ自動車購入契約についてを議題と

します。

提出者の提案理由の説明を求めます。

高野村長。

〔村長 高野忠房君 登壇〕

○村長（高野忠房君） 提案理由を申し上げます。

議案第６号 消防ポンプ自動車購入契約について提案理由を申し上げます。

本案件については、昭和59年度に配備した第１分団の現消防ポンプ車が30年目を迎え、経

年による故障が続発し、修理等の機会が多くなってきております。災害発生時に稼働できな

いということのないよう早急に整備し、地域住民の安全を確保するため、今年度購入するこ

ととし、先般６月３日に入札を行い、現在、落札業者との物品購入の仮契約を締結してあり

ます。

よって、地方自治法第96条第１項第８号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の
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取得又は処分に関する条例第３条に基づき、議会の議決を求めるものであります。

議決後は、仮契約を本契約に切りかえるものであります。

よろしくご審議のほどをお願いいたします。

○議長（尾岸健史君） 提出者の提案理由の説明が終わりました。

質疑を行います。

議案第６号について質疑のある方の発言を求めます。

ございませんか。

〔発言する者なし〕

○議長（尾岸健史君） ないようですので、議案第６号について質疑を打ち切り、討論を省略

し、採決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（尾岸健史君） 異議なしと認めます。

原案に賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（尾岸健史君） 全員挙手。

よって、全員賛成と認め、議案第６号は原案どおり可決いたしました。

────────────────────────────────────────────

◎発議第１号の上程、質疑、討論、採決

○議長（尾岸健史君） 日程第７、発議第１号 特殊詐欺被害を抑止し、村民の安全と安心を

確保する決議についてを議題といたします。

提出者の提案理由の説明を求めます。

峰田昶議員。

〔６番 峰田 昶君 登壇〕

○６番（峰田 昶君） 提案理由を申し上げます。

長野県警察において今年認知した特殊詐欺被害が、過去最悪のペースでふえているのを受

け、長野県と長野県警察は、５月23日、特殊詐欺非常事態宣言を出しました。

新聞等、マスコミにおきましても、連日特殊詐欺の被害を報道しているにもかかわらず、

平成16年の統計開始以来、最多の被害額だった昨年の10億8,800万を上回るペースで増加し
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ています。当麻績村におきましても、昨年1,000万の被害が報告されています。

このような家族への愛情を悪用する卑劣な特殊詐欺の被害から村民の財産を守るとともに、

安心を確保するため、麻績村議会におきまして、村民と一体になって危機意識を高めるため

に、別紙のとおり全力で取り組むことを決意するものです。皆さんの賛同をよろしくお願い

いたします。

続きまして、決議を報告させていただきます。

特殊詐欺の被害を抑止し、村民の安全と安心を確保する決議。

国民の生活を脅かす大きな社会問題となっている特殊詐欺の被害は、平成25年に入り激増

し、長野県内においては、昨年一年間で被害総額が10億円を超え、今年も昨年を上回るペー

スで推移するなど、依然として歯止めがかからず今後も更なる被害の拡大が懸念される。

特殊詐欺は、家族への愛情を悪用するなど人々の不安や弱みにつけ込み、抵抗力の弱い高

齢者を標的にする決して許すことのできない卑劣な犯罪である。

特殊詐欺の被害から村民の財産を守るためには、関係機関・自治体による広報啓発活動、

相談体制の充実及び自主防犯活動に対する支援、金融機関窓口における積極的な声かけ等に

よる水際対策の推進、事業者による犯罪情報の提供協力はもとより、被害に遭いやすい高齢

者を見守るネットワークを構築するとともに地域社会及び家族における絆を醸成し、村民一人

ひとりの危機意識を高めるなどあらゆる施策を講じて、村をあげて取り組んでいく必要がある。

よって、本村議会は、村民生活の安全・安心を確保する立場から、関係機関・団体と連携

を強化するとともに、村民と一体となって、特殊詐欺の被害から村民の財産を守るため、全

力で取り組んでいくことを決意する。

以上、決議する。

平成26年６月10日、麻績村議会。

以上です。よろしくお願いします。

○議長（尾岸健史君） 提出者の提案理由の説明が終わりました。

質疑のある方の発言を求めます。

〔発言する者なし〕

○議長（尾岸健史君） ないようですので、発議第１号について質疑を打ち切り、討論を省略

し、採決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（尾岸健史君） 異議なしと認めます。
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原案に賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○議長（尾岸健史君） 全員挙手。

よって、全員賛成と認め、発議第１号は原案どおり可決いたしました。

────────────────────────────────────────────

◎発議第２号の上程、質疑、討論、採決

○議長（尾岸健史君） 日程第８、発議第２号 議会議員の派遣についてを議題といたします。

お諮りします。

議員派遣の件につきましては、お手元に配りましたとおり派遣することにしたいと思います。

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（尾岸健史君） 異議なしと認めます。

したがって、発議第２号はお手元にお配りしましたとおり派遣することに決定しました。

────────────────────────────────────────────

◎閉会中の継続審査の申し出について

○議長（尾岸健史君） 日程第９、閉会中の継続審査の申し出についてを議題といたします。

議会運営委員長から、麻績村議会会議規則第70条の規定によって、本会議の会期日程等議

会の運営に関する事項について閉会中の継続審査の申し出があります。

お諮りします。

議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査をすることにご異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（尾岸健史君） 異議なしと認めます。

したがって、閉会中の継続審査をすることに決定しました。

────────────────────────────────────────────



－93－

◎村長挨拶

○議長（尾岸健史君） 本日予定されました議事日程は終了いたしました。

これで本日の会議を閉じます。

ここで村長から挨拶があります。

高野村長。

〔村長 高野忠房君 登壇〕

○村長（高野忠房君） 閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。

本定例会におきましては、それぞれ重要な案件を提出させていただきましたが、細部にわ

たり慎重にご審議いただき、原案どおりご承認いただきました。厚く御礼を申し上げます。

また、一般質問におきましては、５名の方から村政の重要課題についてただしていただき

ました。ともに研究を深め、新たな村づくりの施策につながるものと大変うれしく感じまし

た。貴重なご意見や今後に向けてのご提案等いただきましたが、大切に受けとめさせていた

だき、事務事業の遂行に当たってまいります。

また、今日国民の生活を脅かす大きな社会問題となっております特殊詐欺の被害を抑止し

ようと、今議会において議員発議による議決をされましたことに、敬意と謝意を表させてい

ただきます。

議員各位には引き続きご支援、ご協力をいただきますようお願い申し上げ、ご挨拶といた

します。

まことにありがとうございました。

────────────────────────────────────────────

◎閉会の宣告

○議長（尾岸健史君） 以上をもちまして、平成26年第２回麻績村議会定例会を閉会といたし

ます。

なお、この後、現地確認を行いますので、議員初め関係者は車のほうへご移動ください。

長期間、大変ご苦労さまでした。

閉会 午後 １時４８分


